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地域支援スーパーパイズ事業とは、認知事Eや知的障がいー精神障がいなどに

より判断能力が十分でない方の盛りごとや、成年後見制度の利用などの相綴!こ

苅癒する行政、高齢者ー障がい者相談機関、その他事業所など関係機関?団体

を対象に三弁護士会ー社会福祉士会と連携しミ電話相談や来所による専門相談

で朗言や情報提供を行うちのです。

次のような相談に助言しています。
・年金を親族が管理しているが、本人のために使われていないようだ0

・悪質商法にのせちれて不必要なものを買わされているようだ。
・知人から財産を侵害されている。
・多額の借金をしてしまい、生活困難になっている人をどう支援すればいいのか0

・親亡き後、障がいのある子の財産の管理は誰にたのめばいいのか。
・成年後見制度の利用が必要だが、どのようにすればいいのか。 など

【権利擁護専門相談窓口】

【大阪市圃堺市以外】

大阪府社会福祉協議会地域福祉部権利擁護推進室

所在地 干542-0065大阪市中央区中寺 1丁目 1番地 54号大阪社会福祉指導センター3階

電話 06-6191~9500 職員による電話相談(月曜日~金曜日の 10 時-16 時。祝日・年末年始除く)

専門職による相談は事前予約が必要。(相談日木曜日 13時~圃14時半，，-，)

【大阪市】

大阪市成年後見支援センター

所在地 干557-0024大阪市西成区出城 2丁目 5番 20号大阪市社会福祉研修圃情報センター3階

電話 06-4392~8282 職員による電話相談(月曜日~土曜日の 9 時-17 時。祝日・年末年始除く)

専門職による相談は、区役所・地域包括支援センター・総合相談窓口(ブランチ)・障がい者基幹相談支

援センター等からの事前予約が必要。

【堺市】

堺市権利擁護サポートセンター

所在地 干590-0078堺市堺区南瓦町 2番 1号堺市総合福祉会館 4階

電話 072-225-5655職員による電話相談(月曜日~金曜日の 9時-17時 30分。祝日・年末年始除く)

専門職による相談は事前予約が必要。(相談日木曜日 13時-16時)

センターへの相談に際しては、まず地域包括支援センター、障がい者基幹相談支援センター等にご相談

ください。
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一離に、本来大人が担うと想定されているような家事や家族の世話などを自常的に行っている子どもや若者のこと。

貫笹や員握の重さにより学業や友人関犠などに影響ts出てしまうことがあります。*法令上の定義はありません。

くヤングケアラーのしていることの関〉

障がいや病気のある家族に代 家族に代わυ、幼いきょうだ 障がいや病気のあるきょうだ 自を離せない家族の見守りゃ
わり、翼い物・料淫・掃除・ いの世話をしている いの世話や見守りをしている 声かげなどの気づかいをレて
洗濯などの家事をしている いる

家計を支えるために労働をU アルコール・薬物・ギャンブ がん・難病・精神疾窓など慢 障がいや病気のある家族の身 湾がいや病気のある家族の入
て、際がいや病気のある家族 )[;問題を抱える家族lこ対応レ 性的な病気の家族の看病をし の回りの世話をしている 浴やトイレの介助をしている
を助けている ている ている

みなさんのj習りに、ヤンク、ケアラーかもしれないと気になる子どもはいませんか。

子どもたちが鴎りごとを話せるように、子どもたちの鹿りに信頼できる大人を増やしていきましょう。

例えば、;欠の 4つのことを参考に、子どもたちやそのこe世帯と関わってみませんか。

見守る

まずは子どもの様子や家族

の様子を見守りましよう

ケアを握っている子ともたちは、次のような想いを抱えていることがあります。

ヤングケアラーかもしれない子ともたちと出会ったときは、この想いを心に留めて接してみてください。

殺相談しようという発怒自体がない

家族のために一生懸

命にケアを担ってい

ることも

本人に自覚がない

場合も

ひとつだけでなく、

複数のケアを担って

いることも

家庭内のデリケート

な問題であるため、表

題化しにくいことも

築家族のために自らケアをしたいと患っ

ている

指支援カ減、要とは患っていない

知ケアを否定すると、これまでしてきたことを否定

されたと感じる

場家族が責められると自分が繋められたと感じる

容自分の家庭しか知らずに育ち、客観的な視点をもちにくい

我家庭のこ乞を知られたくない

ケアを大切にしている子どもたちの気持

ちを尊重する

ケアや家族を否定せず、これまで担ってきたケアに

労いの言葉をかける

品謡を開いてもらう機会が少ない

1l独を感じやすいので、さりげない芦掛けからはじめる



令孝日告年駿介護労機審議}審議警護星会事薬害事蕊村雪量毒事業

介護事業所における雇用管理、職員の健康管理、人材育成に関する情報提供、相談援助
などに苅レて 雇用管理やメンタルヘルス、人材育成のコンサルタント〈社会保険労務
士、中小企業診断士、シニア産業カウンセラー、キャリアコンサルタントなど〉が対応
します。

助成金を活用できるの
は、どんな時なのか。
職員の育成に利用でき
る助成金等を知りたい。

大阪支部LlNE 恥 【お申レ込み・お問い合わせ先】 大阪支部HP

議(公財〉介護労働安定センター大阪支部 自主要因
干540-0033 大阪市中央区石町2-5-3 労働センター(工ルおおさか)南館12階磁酷

TEL :06-4791-4165 FAX:06-4791-4166 語塾描
E-mai1:osaka@kaigo-center.orjp 
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【センター】
(様式第6号) ぷ

議醐糊ヰアミ~1 臨醐話料受義感

雇用管理コンサルタント等/介護人材育成コンサルタント

個別相談申込(受付)票
申込日: 年月

(事業所番号: 役職:

昭和/平成/令和 年月 日

日

ご相談内容〔雇用管理関係・メンタルヘルス関係・教育研修関係〕←当てはまるものにO

ロオンライン相談(GiscoWebexもしくは ZOOM) 口貴施設・事業所持?

ロ介護労働安定センター大阪支部相談室 口その他※(

3校

【留意事項】@希望時期は、お申込み日から約1か月以降の日程を目安としてください。
@個別相談は1......2時間程度が目安となります(詳しくはお問合せください)。
@ご希望は考慮しますが、日時等はご相談の上よ調整させていただきます。

~ 且 日壇 瞳~ 時頃)希望

現在、施設・事業所でrZoomJ等のweb会議ツールを活用していますか。

口はい(使用ツール: ) 口いいえ ロ今後活用予定

本相談申込書に記載された内容についでは、当センターの個人情報管理規程に従い厳重に管理し、介護人材育成コンサルタント・雇用管理コンサルント等

による相談、支部職員による日程調整、内容確認、各種講習会のご案内及び事業活動に関する情報提供のみに使用し、上記以外の目的で使用いたしません。

くくく介護セン合一記入構>>>

個別相談日時〔決定〕 担当専門家 備考

月 日(

戸、d

〔場所〕

以下のとおり相談を受けたことを確認じました。 24030SK 

個別相談日時〔実施〕 担当専門家 相談者署名

年月日( ) 

【ご案内令和6年度】 公鶴異議室霊鰭λ 升議欝審議室若宮霊1!~告喜一大E寝室芝語審
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介護労働安定センター大阪支部行き

FAX 06-4791-4166 

令和6年 度「講師派遣 j申込書

-下記に必要事項を記載の上、 FAX送信をお願いします。 申込日: 年

貴事業所名および

法人(団体)名
※事業者連絡会等の場合は会名ち記載願います(

会 員 ・ 非会員 ・ 入会検討中

月 日

賛助会員入会状況(該当にO印)

事業内容 -訪問介護 ・デイサービス ・特別養護老人ホーム ・介護老人保健施設

該当にO印、複数可 ・グループホーム ・小異見模多機能 ・その他( ) 

T 

所在地

担当者

(役職)

氏名
(役職

ーメーJ~ÿ 卜?レス ( 

連絡先

過去の刺用歴

TEL ( ) ， IFAX 

無料個別相談 I ( )年度 ( )月頃

無料セミナー I ( )年度 ( )月頃

ストレスマネラメシト(セルフケア・ライシケア)←当てはまるちのにO

腰痛の予防と対策

雇用管理に関してのテーマ(働き方改革関連法、報酬(加算)、就業規則等)

リーダーの役割と心構え ※要相談

事前打合せについては、開催日時を鑑み、こち8よりご連絡させていただきます。 l備考:

※事前打合せ場所は原則大阪支部相談室(工ル・おおさか南館12階)です

年 月 ・上旬 ・中旬 ・下旬 (1.5時間・ 2時間〕

年 月 日( ): 時 分より(1.5時間・ 2時間〕

( )事業所 1<職種・経験年数・年齢構成等>'

( )名

事業所内|名称

事業所外|所在地

オシライン|①CiscoWebex ( ) ②ZOOM ( 

(最寄駅: )】

※①②いずれかを選択

※事業所内、外に関わらず、会場地図を添付してください。②ZOOMでの実施は利用に一部制限があります。事前にお問合せくだ古い。

<往訪時の送迎の待ち合わせについて> 絞

<設備確認>1ro')、、工クタ・スクリーン i
事業所で | 八。リJ)

用意して頂く物| マイク

その他

本相談申込書に記載された内容については、当センターの個人情報管理規程に従い厳重に管理し、介護人材育成コンサルタント・雇用管理コンサルント等

による相談、支部職員による日程調整、内容確認、各種講習会のご案内及び事業活動に関する情報提供のみに使用し、上記以外の目的で使用いたしません。

〈くく介護センター詩人繍>>>

以下のとおり相談を受けたことを確認しました。

事別打合せ日時〔決定〕 備考欄

l 瑚 3田 K
年 月 日( ，、、，

集団講話日時〔決定〕 セ〉ター担当者 担当専門家 相談者署名

年 月 日( ，、、J

場所:

【ご案内令和6年度】 公益財団法人介護労働安定センター大阪支部 TEL: 06-4791.，.4165 
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介護相談員派遣等事業は、市町村に登録された介護相談員

が、介護が行われている場を訪問し、利用者からの相談を受

けて、サービス提供事業者や行政に橋渡ししながら、問題の

改善や介護サービスの質の向上を図ることを目指すものです。

市町村等が受け付ける苦情処理は、何らかのトラブルが起

きたときの事後処理が中心となりますが、介護相談員の活動

目的は、苦情申立てに至るほど問題が大きくならないうちに、

未然に解決を図ることにあります。

介護相談員は、ます介護サービスの

利用者から苦情や不満等をよく聞いた

上で、本人への助言や、状況に応じた

適切な対応を行います。



~ーピス邸調上iニ震予撃し議ーす。
介護相談員は相談活動のほか、利用者との何気ない会話や

行事に参加することなどを通して、問題や改善すべき点など

を発見することもあります。また、施設内の雰囲気、職員の

利用者への態度など、介護相談員の気つきをとおして、利用

者の生活全般に関わるサービ、スの向上につながっています。

議関部関藤宮ブヂ]こツ?c、議:ますむ
施設内ではあたりまえと思っていることが相談員の市民感覚の視点から改めてみる

ことで¥施設職員の職務に取り組む姿勢に変化が見られた事例が報告されています。

興骨体鞄主義菅野.J繋縛髄止の繋灘iニ欝献し す。
介護相談員の問いかけを通して、身体拘束ゼロへの取組みゃ

虐待防止への取組みが進められたケースもあります。

介護相談員派遣等事業のしくみ

介護相談員の選定、派遣・調整

介護相談員連絡会議の開催

相談業務による事前解決が困難な事項

の取りまとめ、行政担当部署との連携

介護相談員の活動に関する広報

介護相談員活動の担当者(窓口)の

設置と職員等への周知

介護相談員の活動について、利用者、

家族へ説明

/。利用者とサービスり¥

一 品 川j 提供事業者が問題を 三
時 解決していけるよう

¥予渡し役を務め竺/

介護相談員受け入れの

依頼・調整、広報

意見交換

大阪府
大阪府福祉部高齢介護室 平成29年3月発行 / 

〒540-8570大阪市中央区大手前二丁目 TEL: 06-6941聞 0351

このチラシは 50，000枚作成し、 1部あたりの単価は 5円です。
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大阪府/福祉用具専門相談員指定講習について Page 1 of2 

福祉用具専門相談員指定講習について

更新日 :(r検査反映日時」の項目に設定した日が表示されます)

更新情報・お知らせ

養器i誘著書葉集者向{ナ横線及U:~鐙著書関係の機務の簿織はこ1;;;の苦言むからご覧ください。

務ページが最新情報に更新されないことがあります。ブラウザの「更新」ボタンをクリックしてください。

く譲受〉

0平成27年4月1日から、福祉用具専門相談員の講習内容及び講習時間数等が改正されました。

0講習内容の見直しに合わせ、福祉用具専門相談員の要件についても、平成27年4月1日から見直されました。

〈緩議事審議〉

0ずHl:装総提言室長主主存修(分ま襲撃議終立主主さ?努総務!総点 i議長霊祭主意-2総絞殺ぬ務ア毒君、 1H票率主祭事;]1王寺号を専修塁悪議)終7'aである守護主上鰐主主毒事内総数M_(びガについては、平成28

年3月31固までに「福祉用具に関する知識を有している国家資格を取得j 又は「福祉用具専門相談員指定講習Jを修了しなければ、ほ議年4汚i段以手革法、援投滋

滋毒事問怨絞震としての繁務がマをなくなりましたのでご注意ください。

目福祉用具専門相談員とは

福祉用具貸与事業所及び特定福祉用具販事事業所並びに介護予防福祉用具貸与事業所及び介護予防特定福祉用具販売事業所(以下「福祉用具貸与事業所等Jとい

う。)において、福祉用具の選定の援助、機器等の点検、使用方法の指導等を行う者をいい、介護保険法施行令第4条第1項の定めにより、次の方が該当します。

l 保健師

Z 看護師

3. 准看護師

4 理学療法土

5 作業療法士

6. 社会福祉士

7 介護福祉士

8 義肢装具士

9 都道府県が指定する事業者により行われる「福祉用具専門相談員指定講習』の修了者(平成18年4月1日以前は、厚生労働大臣が指定する事業者により行わ

れた「福祉用具専門相談員指定講習』の修了者。)

く;.'E:殺〉

「介護保険法施行令J(平成10年政令第412号)及び「介護保険法施行規則J(平成11年厚生省令第36号)の改正により、本総271手時1続より、従前認められていた

「分譲霊祭議長主新務í$ア誉J!立慾終から隊列され、議役務3主導内総怒iÆI玄、ぷ~a'1 か込8* での議主主綴終i二!~~す主主;n議ñ有している渡i波長室絡占禁葬祭寄事ぷ'fJ.訟の宇宗主11:)精義

主事内務滋姦滋1主総務務す若君!こ!繋設されました。

これんのE主主内容はこ売らをご覧ください。

-福祉用具貸与事業者等は、「福祉用具専門相談員Jを必ず配置しなければなりませんo

j福祉用具専門棺談員指定講習とは

福祉用具貸与事業所等において、福祉用具の選定の援助、機器の点検、使用方法の指導等に必要な知識及び技術を有する者の養成を図ることを目的として実施する

講習であって、介護保険法施行規則第22条の33で定める基準に適合する講習を実施する者として、都道府県が指定する事業者によって行われる講習のことをいいま

す。

この講習を修了し、修了誼明書の交付を受けた方は、福祉用具専門相談員として福祉用具貸与事業者等で就労することができます。

講習内容

-介護保険法施行規則第22条の33第2号の厚生労働大臣が定める講習の内容は次のとおりです。

f~~/ordファイJi-/4:1 Kßl rPDFファイi!-/fH1!ml

http://g2029sv1cm1f.1an.pref.osaka.lp/soshiki/subsite jndex.php?sub id=12272 2024/01/31 
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大阪府/福祉用具専門相談員指定講習について ヴ
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目大阪府福祉用具専門相談員指定講習事業者について

i 講習事業者一覧

・大阪府が指定している福祉用具専門相談員指定講習事業者は、下記一覧表のとおりです。(令和5年10月31日現在)

i Excelフ7イ;l，，/29KS1 [PDFファイル/104巡回

講習の開講予定について

-令和6年1月31日以降に開講する講習は、下記一覧表のとおりです。(令和6年1月31日現在)

【令和5年度開講予定】

fF:xcelファイル/31KBl iPDFファイ1L-/'-S4KBl

員百1:.絞;母、1::控室4記された得手{i苓議主主i安ITiこま雲づえやj言語予定マ学年芸去のう安幸誌は蕊殺していない機会が為()'e宮守口

続幸吉i誌をき者葬祭;芯r:u量殺添い合わせくだぞい。

1つ燃のページiこ害事る

金三ム〉議訟弐議エ〉議滋5霊〉福祉用具専門相談員指定講習について

♀袋五二立辺盗窓会

2主題盆:iL 込;;liニ立1レヂザインiごついて 綴人橋銭のJl);:り緩いについて ζ金立五上金平認皐与2己玉

大寵j府 :<$:庁 守540..8570 大5葉市中央区大手前2T医 (代5宝塚宮古川6.6941...0351 語影駅間職議伝搬繰
り素人番号 40000202700(8) 鋭治i庁舎 苧559...8555 大滋子宮住之江!E南港北 1..14...16 (代表号童話〉立主斗94仁ネ立ゑ上

。Cupyright2003-2024 Osakr， PrefectlJre.A11 rights reserJ中仁i

http://g2029sv1cm1f.lan.pref.osaka.lp/soshiki/subsite index.php?sub id=12272 2024/01/31 
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【大阪府知事指定】福祉用具専門相談員指定講習開講予定一覧(令和6年1月31日現在)

大阪府に提出された年間事業計画に基づく開講予定です。最新の情報は反映していない場合があります。
受講料の安価なコースは離職者対象等、受講要件が限られる場合がありますD受講要件等の詳細は各事業者にお問い合わせください。
講習日程、講習内容については、各事一業者へ直接お問い合わせください。 J

270004 I株式会社エス・エム・エス |布施3月火曜コース l東大阪市 3月19日 5月7日 7日間1， 24名| 37.400円I06-6455-1781 

270013 I特定非営利活動法あ人す福祉活動と福祉 2月コース
教育の推進協会 なろ

大阪市福島区 2月3日 3月23日 1 7日間 30名| 37，000円1.06-645ト4400

株式会社EE21 堺東2月平日 I 堺市堺区 2月7日 3月20日 1 7日間 24名l 37，950円I0120ー16-8351

株式会社EE21 天王寺2月平日 I l大阪市阿倍野区 2月13日 3月26日 1 7日間 24名l 37，950円I0120-16-8351 

問 151株式会社EE21 梅田2月土日 I |大阪市北区 2月25日 4月7日 1 7日間 26名l 37，950円I0120-16-8351 

…|株式会社E問 布施2月平日 I 東大阪市 2月9日 3月22日 1 7日間 30名i 37，950円I0120-:-16-8351 

2700151株式会社EE21 京橋3月平日 I 大阪市都島区 3月12日 4月23日 7日間 22名l 37，950円I0120-16-8351 

270015 I株式会社EE21 天王寺3月土日 I 大阪市阿倍野区 3月24日 5月12日 7日間 24名| 37，950円I0120-16-8351 

270015 I株式会社EE21 枚方3月土日 I 枚方市 3月2日 4月13日 7日間120名| 37，950円I0120-16-8351 

270023 I株式会社ニチイ学館 茨木2月生日曜日クラス 茨木市 2月26日 4月8日 7日間110名| 69，259円I072-63ト2225

270023 I株式会社ニチイ学館 茨木3月生月曜日クラス 茨木市 3月23日 5月4日 7日間110名l 69，259円I072-631-2225 
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む2

【大阪府知事指定】福祉用具専門相談員指定講習開講予定一覧(令和5年6月28日現在)

※1 大阪、府に提出された年間事業計画に基づ、く開講予定です。最新の情報は反映していない場合があります。
※2 受講料の安価なコースは離職者対象等、受講要件が限られる場合があります。受講要件等の詳細は各事業者にお問い合わせください。
※3 講習日程、講習内容については、各事業者へ直接お問い合わせください町

270004 I株式会社エス圃エム・工ス 布施6月月木コース 東大阪市 6月29日 7月20日 7日間 24名 37，400円I06-6455-1781 

270004 I株式会社エス・エム圃工ス 新大阪9月短期コース 大阪市淀川区 9月13日 9月28日 7日間 20名 37，400円I06-6455-1781 

270004 I株式会社エス圃エム圃工ス 布施10月短期コース 東大阪市 10月10日 10月19日 7日間 24名l 37，400円I06-6455-1781 

1
270馴株式会社エス・エム・エス 新大阪12月短期コース 大阪市淀川区 12月21日 1月11日 7日間 20名| 37，400円I06-6455-1781 

270004株式会社エス・エム・エス 布施3月火曜コース 東大阪市 3月19日 5月7日 7日間 24名 37，400円 06-6455-1781 

①63，780円
270009 I学校法人大阪滋慶学園 8月講座 』大阪市淀川区 8月31日 9月8日 7日間 40名

②38，780円
06-6391-8141 

270013 I特定非営利活動法人福祉活動と福祉 7月コース
教育の推進協会あすなろ

大阪市福島区 7月22日 9月2日 7日間 30名 37，000円 06-6451-4400 

270013 I特定非営利活動法人福祉活動と福祉 110月コース
教育の推進協会あすなろ

|堺市堺区 10月7日 12月2日 7日間1 30名| 37，000円I06-645ト4400

270013 I特定非営利活動法人福祉活動と福祉 2月ロコース
教育の推進協会あすなろ

l大阪市福島区 2月3日 3月23日 7日間1 30名| 37，000円I06-645ト4400

270015 I株式会社EE21 梅田7月平日 I 大阪市北区 7月5日 8月23日 7日間1 26名| 37，950円I0120-16-8351 

270015 I株式会社EE21 天王寺7月土日 I 大阪市阿倍野区 7月29日 9月16日 7日間1 24名| 37，950円I0120-16-8351 

270015 I株式会社EE21 枚方7月土日 I 枚方市 7月23日 9月10日 7日間1 20名| 37，950円I0120-16-8351 

①② 一般
学園在学生
法人会員
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【大阪府知事指定】福祉用具専門相談員指定講習開講予定一覧(令和5年6月28日現在)

大阪府に提出された年間事業計画に基づく開講予定です。最新の情報は反映していない場合があります。
受講料の安価なコースは離職者対象等、受講要件が限られる場合があります。受講要件等の詳細は各事業者にお問い合わせください。
講習日程、講習内容については、各事業者ヘ直接お問い合わせください。

270015株式会社EE21 堺東8月平日 I |堺市堺区 8月8日 9月26日 7日間I24名| 37，950円I0120-16-8351 

270015株式会社EE21 梅田8月土日 I 大阪市北区 8月26日 10月7日 7日間I26名l 37，950円I0120-16-8351 

I 270015 1株式会社EE21 難波8月土日 I 大阪市浪速区 8月27日 10月8日 7日間I27名| 37，950円I0120-16-8351 

2700151株式会社EE21 天王寺9月平日 I 大阪市阿倍野区 9月7日 I 10月19日 I 7日間I24名| 37，950円I0120-16-8351 

270015 I株式会社EE21 京橋9月平日 I 大阪市都島区 9月13日 10月25日 7日間 22名| 37，950円I0120ー16-8351

270015 I株式会社EE21 吹田千里丘9月土日 I 吹田市 9月24日 11月5日 7日間 30名| 37，950円I0120-16-8351 

270015 I株式会社EE21 梅田10月平日 I 大阪市北区 10月5日 11月23日 7日間 26名 37，950円 0120-16-835"1 

270015 I株式会社EE21 r天王寺10月土日 I 大阪市阿倍野区 10月14日 11月25日 7日間 24名 37，950円 0120-16-8351 

270015 I株式会社EE21 布施10月平日 I 東大阪市 I 10月11日 I 11月22日 I 7日間I30名l 37，950円I0120-16-8351 

270015 I株式会社EE21 天王寺11月平日 I 大阪市阿倍野区 I 11月29日 1月17日 I 7日間I24名| 37，950円I0120-16-8351 

270015 I株式会社EE21 梅田11月土日 I 大阪市北区 I 11月25日 1月13日 I 7日間I26名| 37，950円I0120-16-8351 

270015 I株式会社EE21 枚方11月平日 I 枚方市 11月2日 I 12月14日 I 7日間I20名| 37，950円I0120-16-8351 

270023 I株式会社ニチイ学館 茨木6月生木曜日クラス 茨木市 6月30日 8月11日 I 7日間I10名i 69，259円I072-631-2225 

J 



圃...l‘
。可

【大阪府知事指定】福祉用具専門相談員指定講習開講予定一覧〈令和5年6月28日現在)

大阪府に提出された年間事業計画に基づく開講予定です。最新の情報は反映していない場合があります。
受講料の安価なコースは離職者対象等、受講要件が限られる場合があります。受講要件等の詳細は各事業者にお問い合わせください。
講習日程、講習内容については、各事業者へ直接お問い合わせください。

茨木市 7月26日 ， 9月6日 7日間 10名 69，259円1072-631-2225 

2700231株式会社ニチイ学館 茨木8月生水曜日クラス 茨木市 8月28日 10月9日 7日間 10名 69，259円1072-631-2225 

12700刈株式会社ニチイ学館 茨木9月生木曜日クラス 茨木市 9月30日 11月11日 7日間 10名l 69，259円1072-631-2225 

270023 I株式会社ニチイ学館 |茨木10月生土曜日クラス 茨木市 10月31日 12月12日 7日間 10名 69，259円1072-631-2225 

270023 1株式会社ニチイ学館 l茨木11月生日曜日クラス 茨木市 11月30日 1月11日 7日間 10名 69，259円1， 072-631ー2225

270023 1株式会社ニチイ字館 l茨木12月生月曜日クラス 茨木市 12月22日 2月9日 7日間 10名| 69，259円1072-631-2225 

270023 1株式会社ニチイ学館 茨木1月生土曜日クラス 茨木市 1月31日 3月13日 7日間 10名| 69，259円1072-631-2225 

270023 1株式会社ニチイ学館 茨木2月生日曜日クラス 茨木市 2月26日 4月8日 7日間 10名l 69，259円1072-631-2225 

270023 1株式会社ニチイ学館 茨木3月生月曜日クラス 茨木市 3月23日 5月4日 7日間 10名| 69，259円1072-631-2225 
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議離ザ…ピス毒若草詰期していて

職員の態度や言葉づかい!こ

傷ついてしまった

サービス内容について

わかりやすい言葉で

説明してもらいたい

不満や悩み、疑摺に患っていることなど、モヤモヤした気持ちが大きくならないうちに、ますは

福祉サービスを受けている事業者に気軽に話してみてください。

事業者は f苦情解決策任者jと[苦情受付担当者jを設置し、利用者か5の苦情の適切な解決

に努めるととになっています。

また、事業者の中には、客観性在確保するために、職員以外の方を f第三者委員jとして設置

し、話し合いに立ち会ったり助言を行ったり、苦情解決のために穫極的怠役割を果たしてもらって

し1るところが増えています。

それであ解決しなかった場合や、

事業者!こ【麓接蓄し1出じにくいとをき{草、

委員会では、相談者と事業者の双方の話し合いによる解決をめざし、相談援助、事業所への

閤き取り、話し合いの機会者設けるなど、苦情解決のお手伝いをいたします。

ーイト L 

言霊犠翻意襲攻〉霊豊村

来所、電話、 FAX、メール、手紙のいす、れかでも受け付けて

います。

{議所獄中ttsずる議患者言拶あ診をとすの考算審ui繁務が喜多警察で90}

韓議議霊義語

窓口で棺談内容を傾聴します。相談者の意向を確かめたよで、

必要に応じて相談者へ助奮します。

また、相談内容に応1じた方法を検討します。

事審議護費毒事へ時襲悪霊堂護費岱

望書構内襲撃時{議選襲

相談者からの相談内容の事実確認

をする必要がある場合、委員や事務

局の担当職員が関係者へ綴をき稼ひ者去

し談す。募言語雲霧ヘ務3務的苦撃と銘務ち

老若鍛え~1言。

話し錯し1的場

撃を葬言語訟で後3脅しだうえで

必要に応じて、相談者と事業

者との話し合いの場の機会

を設けます。

鰯毒事へのi轟錯
利用者への虐待や重大な法令違反である場合は、

警u建設で犠務しすみやかに大阪府知事に通知し、

行政による調査・指導・監査を求めます。

!
?
 

「



「苦情から見えてくるサービスの質の改善について」

(苦情が大きくなる原因)

サービス中に事故が発生した際、たとえ、事業所側に過失があると考えにくい場合でも、

説明に一貫性がなかったり、説明が不足していたりすると、家族の不信感を増大させ苦情の

規模が大きくなる可能性がありますロ

例えば、事故当時の状況が明確になっていない段階で、利用者家族に説明すると、話に矛

盾が生じる場合があり、不信感につながります。

(例)通所介護

デイサービス中に転倒し、骨折したロ

転倒の際、職員は誰も見ていなかった/

詳細な説明を求めても、職員からは暖昧な回答しか得られず、不信感が募っている。

(苦情につながる要素)

真筆な対応をしてもらえない。

仁、
に/

。職員同士の情報の共有が出来ておらず、回答が定まっていない

事故当時の状況がわからない。(暖昧な説明しかない1
0サービス提供の記録がない

《防止するためには》

万一、事故が起こってしまった場合ょ大切なのは利用者家族への「初期対応」です。初期

対応が不適切なため不信感を生じさせ、解決が困難になっている事例が多く見受けられま

す。暖昧な記憶で家族へ説明をしたり、職員によって対応が異なるとトラブルの元になりま

す。事務所内で、共有する情報に食い違いが起きたり、忘れたりということを防ぐためにも、

「サービス提供の記録」を企虚しておくことが大変重要になります。

17 



また、苦情の発生を、未然に防止する取組みを講じたり、利用者や家族と常日頃からコミ

ュニケーションをとり、関係性を築いていくこともサービスの質の向上につながる方法で

す。

(参考)

令和 4年度国保連合会苦情相談・苦情申立件数

苦情相談 1. 420件 | 苦情相談:電話や来会等で助言や情報提供等を行ったもの。

苦情申立 • 0件 | 苦情申立:苦情申立書を受けたもの。

計 I 420件

・ r運営基準」厚生省令第 37号「通所介護」参照

<サービスの提供の記録>

第 19条 指定通所介護事業者は、指定通所介護を提供した際には、当該指定通所介護の提

供日及び内容、当該指定通所介護について法第 41条第6項の規定により利用者に代わって

支払を受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を

記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 指定通所介護事業者は、指定通所介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの

内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な

方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

18 



大阪府国民健康保瞭団体連合会

食返戻になる前に確認できるふア…
rOh!Shierリでは、本会での審査期間中に審査結果を確認することができます!

バ請求にエラーがあった…そんなときでも大丈夫機議終的選較し警察えま響機 j
話 請求データの差し替え期間(※)に誤ったデータを削除し、電子請求受付システムで再送信(請求情報の差し替え)を行う

ことができます!ただし、差し替えは;山祭r畑、繍制緩織まま綴懇談設蹴絞殺 ; 
諜撃し替え議奇襲患については、 Oh!Shi聞にで昔話麟してい害す。

さらにうれしい

枠組問問却、…町、……一一川…閉山
《主食事基鱗議選畿襲撃機織議議塁悪事参議事昔話番設糸町長品ペ山ジ FDhf意総統1jヘ毒事?暗号F毅3電3害者食i

'fi'ili義護審議議事機務審審草寺警審議量〉議警戒e繋室主総懇〉総護憲議室長必殺号r~襲警察おっ喜怒川繋}警察議選予響評事iすれd号炉柑省主令官ト機事震設議懇意愛識者ずm総~{験E討議お総対応。泌総
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ご覧ください。



支もたちに;議してみ離脱

議場 勢 多数;;:.iv.:'養家主主議議主援協議議援物
~ " ，弘、窓越9

1fぷ:iZクヲーあえ芸文この緩め綴淡ノヲ…トゴ，.…必弘ゃん

現在、約14，000名の人権擁護委員が、全国の各市町

村に配置され、地域の方から寄せられる人権栂談に応じ

ています。

人権擁護委員は、日常生活における様々拡人権問題!こ

対応するため、市町村長の推薦と法務大臣からの委嘱を

受けて活動しています。

人権問題の解決にはきめ細か芯支援が大切ですので¥

人権擁護委員には、色々芯経艇を持った人が就任してい

ます。

人権擁護委員制度は、昭和23年に創設され、その箆史

は古く、他国では類を見ない制度です。

人権擁護委員は、人権尊重の理念在国民に広めるた

め、法務局職員と共に人権相談や救済のための活動、

ノ人権教室や講演会などの地域に密着した人権啓発活動

をしています。

人権擁護委員制度は、民間のボランティアの方々が

国と一体と怠って、皆さんの人権を守る制度芯ので、す。

人権擁護委員は、その職務を行う時、必ずき章(バッ

ジ);を着けています。

き章(バッジ)のデザインは、外枠が「かたぱみJの葉で、

中が菊型の「人jの字です。このデザインには、地を這っ

て広がる「かたiまみjのように、人権尊重思想、が広がるよ

うにとの騒いが込められています。

かたIet'み き章

議参ノ弘孝援物綴i孝之こちを与へ議参

-絞[} ifoみん稼(/J t}世〈よ:t3!耳h;

み九君事協
ム孝譲れ務署警

曙覇轟
繍 1

畿受付詩濁平日午前8時30分~午後5鯖15分(全密共通)

畿一部のIP電話等からはご利用できない場合があります。

こどもの人権についての専用栂談需誌で、す。

いじめや虐待などのこと、もの人権についての相談はこちらへどうぞー。

磯受付時間平日午前8時30分~午後5時15分
(全国共通・通話料無料)

饗…}v

絡め務;刃物被紙夕級友磯野稔銭。媛汐/
*端末の環境により、こう利用できない場合があります。



護機器〉翻罪悪党の謀議室おどで、議議倉署蓄や

障害警鐘Il:対するいじめ、いやが6t君、j護持

主主どの翻騒が関そをているのでは…と思う

ことiまおりをませんか?

私?と事議選審議的人権擁盤機関i議、一人

一人の人権が募尊重量詮牧、B議題舎蓄量や欝警警護

が主導器禁号Ij)して警警告すととがで、そを

護審議機鰐tj:.アドバイス聾持つ先明、鑑譲歩毒事者ま題専決するよで‘よ

り専門的主主鱗顕在耀1干します。

曜器開寵する方々 の簡に入って、中立斡.n:壌か5寵し合しも費抑

介します。

構事襲関様器購望ましたよで、人権穣欝饗した人!こ重苦し、号;0)持

君事者霊やめるようi意識します。

と識し苦言い拡がう鱗決iこ選挙禁法す。

※人犠擁護警告議と{弘法務大震

が霊君臨した蕊闘の人た古で¥

約14，0岱O名が愈E患の市開村

!こ献警護~れています。
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介護関{系業務!こ従事する労{勤者や、とれ

5介護労鶴者を檀用する社金福祉施設は

いザれも大髄!こ増加していますが、とれ

5の事業場の中には、事業開始後間も芯

いため、労働基準関係法令や麗璃管理!こ

関する理解が必?しも十分でないものも

み5れるととろです。

ζのパンフレットl立、介護労1覇者の労髄条件の確保・改善!と関する主要拡ポイ

ントをわかりやすく解説したものです。

介護労観者を梗用される事業者の方々を始めとして介護事業に携わる皆搬に

i誌、 ζのパンフレットをと活用いただ昔、介護労働者の労働条件の確保・改善iζ

取り組んでいただきますようお願いします。

護義務で&J9?if~Yベ5き労護義務付，め得喜多
労働契約の期間〈期間の定めの有無定めがある場合はその期間)

司更新の基準CPoint2参照)

就業の場所・従事する業務の内容

労働時間に関する事項(始業・終業時刻、時間外労働の有無、休

憩、休日、休綴等〉

賃金の決定・ H箪・支払の方法、賃金の締切‘支払の時期に関

する事項

-退職に関する事項(解濠の事自を含む.) 

勤務表により特定される労働条件

① 就業の場所及び従事すべき業務

(~) 労働日並びにその始業及び終撲の時刻

@ 休惣時間

1) 勤務の種類ごとの①~③に関する考え方

2) 適用される就業規則上の関係条項名

3) 契約締結狩の勤務表

について、書面の受付により明示しましょう

6か月契約、 1年契約などの期間の定めのある契約(有期労働契約〉を結ぶ場合には、契約更新の都度、労

働条件の明示〈番弱の央付〉が必要です。

上記以外の場面においても、労働契約の内容について、できる限り書面で確認しましょう。(労働契約法

第4条第21頁〉
パートタイム・有期震用労働法(令利2年4月施行(中小企業は令和3年4月から適用))については、

パート・有期労働ポータjレサイト ChttPs://part-tanjikan.mhlw.go.jp/)を確認してください。

労働者と有期労働契約を締結する場合には、 f期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準jに

ついても書面の受付によって明示しなければなりません。

(1)更新の有無の明示

(異体的な1m・自動的に更新する

受新する場合があり得る

契約の更新lましない

松ど

(2)更新の基準の明示

〈異体的な例)・契約期間満了憾の業務識により判断する ・労働者の能力により判断する

-労働者の勤務成績、鍛I主により判断する ・会社の経営状況により判断する

.従事している業務の進捗状況により判断する

など

※ 有期労働契約の更新をしないことが明かな場合は、更新の基準の明示義務はありません。
符 e ・ e ・..争・ 4 ・..修験@命穆也砂匂 e ・...・<<~<< ~ iIS '"・..・..ゆQ$I00< l:I! ~ lO-<< J:lo・ +/1j'，t.1!I<<"$也砂忽争@合珍..匂ゆ...。砂 6・匂 φ 'lI' ~ 1!1 OQ<・毎設..・・..移管
2 有期労働契約について、 3つのjレールがあります。(労働契約法)

: (1) 無期労働契約への転換:有期労働契約が穆り返し更新されて遇策5年を趨えたときは.労働者の申込みにより‘期間の定めのない : 

ー - 労働契約〈無期労働契約〉に車五換できます。:
O ; ~) r濯止め法l!IUの法定化:一定の場合にl立、使用者による悪止めが認められないこととなる最高裁で確立じた判例上のルールが法 t 

: 律に規定されました。 合

: (:v不合理な労働条件の禁止:有期契約労働者と無期契約労働者との関で、期間の定めがあることによって.不合理に労働条件を相違 平

て させることは禁止されています。 、 F 
~""ðI 111 ~‘ a ・ a ・・...包'$b-3 ..:. ~ ~ <11・ e毎.to1!1 SI! 1!1 :R! ~ i:J‘・..・ e・a・会事 a・・ e毎，1事a・・ 8・e・・句会場翁 e毎&毎会場・ a・・・ e‘e 1!I:R!1!I 111<11‘・・‘...ぶ
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常癒 10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基濃監督署長に届け出なければなり

ません。

また、就業規契リを変E更した場合にも、労働基準監督署長に届け出てください。

i10人以上の労働者Jには、介護労働者はもちろん、次の労働者の方も含まれます。

O 事務職員、管理栄養士等、介護労働者以外の労働者。短時間労働者、有期契約労働者等のいわゆる非正規労働者

全労働者に共通の就業規則を作成する。亘社員用の就業規制とパートタイム労働者用の~業規則を作成する

などにより、すべての労働者についての就業規則を作成してください。

殺す芦ベ繁喜多後

労働時間に関する事項α白書量・終業騎刻、休完章、休日、休鍛等〉
賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切・支払の時期、昇給

に関する事項

'l塁線に関する事項(解雇の事由を含む。)

就業規則の内容は、法令等に反してはなりません。

ヱ家主主た意義務媛認をすべ務署務綴
退庫署手当、臨時の賃金等、労働者に負担さ

せる食費・作業用品、安全衛生、臓業割|阪、

災害矯償、表彰・制裁等に関する事1買

また、就業規則を作成しているのに、その内容が実際の就労実態と合致していない例がみられます。この

ような状況にあっては、労働条件が不明確になり、労働条件をめぐるトラブjlJ!こもつながりかねません。労

働者の就労実態に却した内容の就業規郊を作成してください。

作成した就業規則は、以下の方法により労働者に周知しなければなりません。

O 常時事業場内の各作業場に掲示し、又は備え付けること。警iIDを労働者に焚付すること。電子的データとして記録し、かつ、各作業場に労働者がその記録の内容を常時

確認できるパソコシ等の機器を設置すること

労働者からの請求があった場合に就業規則を見せるなど、就業規則を労働者が必要

なときに容易に確認できない方法では、f周知」になりませんので注意してください。

労働時間とは、使用者の指揮監督の下にある時間をいい、介護サービスを援供している時間に限るも

のではありません。

特に、次のような隠簡について、労働濁障として取り扱っていない例がみられますが、戸労働時間とし

て適正に把握、管理する必要がありますので留意してください。

o 3さ替制勤務における引継ぎ時間。業務報告審等の作成時間。利用者へのサービスに係る打ち合わせ、

会議等の時間

O 使用者の指揮命令に纂づく施設行事等の

時間とその準備時間。研修時間

※ 訪問介護労働者特有

の移動時間等については、

1I Point 3 (P.14)参照

研修鴎簡については、使用者の明示的な指示に基つ.い

て行われる場合l立、労働時間に該当します。

また、使用者の明示的な指mがない場合であっても、

研修を受講しないことに対する就業規則上の制裁等の不

利議な取扱いがあるときや、研修内容と業務との関連性

が強く、それに参加しないことにより本人の業務に具体

的に支障が生ずるなど実質的に使用者がら出席の強制が

あ否と認められるときなどは、労働時間に該当します。

. i労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライシJに基づき、適正lζ労働

時間を把握してください。

: i労務務綴の綴誌な怒緩めなめ広緩務機が綴ずベ務機緩t::綴す答ガイタラインj

: (事録;務第 2急務符移譲徽勾線級〉給家紋約警察 j 

使用者は、労働時簡を適正に管理するため、労働者の労働Bごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録すること
場

: ・ 始業・終業時刻の磯認・記録に当たっては、原則として

: ①使用者が、自ら現認して、

②タイムカード等の客観的な記録を基礎として、

確認・記録すること

自己申告制lこよりこれを行わざるを得ない場合には、

①適正な自己申告等について労働者に十分説明する、

(t)自己申告と笑際の労働時間とが合致しているか必要に応じて実態認査を実施し、

所要の労働時隠の繍正をすること 等

..合 e・e・...ぷ首位量主主Pi1獄事i草響噂線鴇埠惨ゆ
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'~字書撃綴ぬf税務労幾多予務綴※ 1 場議綴1安易機言語‘Lニ i立
→ 労使協定を適切に締結し、労働基準監督署長に属け出ましょう。※2

また、就業規則等により、適切に枠総みを定めましょう。

※1 1年以内の期簡を平均して週40時閣を達成する方法です。

※2 対象期間ごとに労使協定の締結、届出が必要です。

1 宅数緩め務総数器義務実葬祭な綴嫁する綴F舎に滋

→ 労使協定※4、就業規則等により、適切に枠組みを定めましょう。

各自の勤務部は、変形期間の開始前までに具体的に特定してください。

※3 1か月以内の期間を平均して週40時間を達成する方法です。

※4 こわ労使協定は労働基準監替馨長への届出が必要です。

その他の労働時間制度を採用する場合iこも、法定の要件に基づき正しく運用してください。

時間外労働・休日労働を行わせる場合には、防閣外労働・休日労働に関する労使協定(36協定)を締結し、

労働基準監督署長に届け出る必要があります。

務綴録、労線設校枠務労織のよ淡について i 
: 36協定で定めることのできる鴎題外労働の上限は、原則としてFヲヰ5綴綴会稼3ぢ容器事務(対象期鶴が3か月 : 

: を越える 1年単位の変形労働時間制の対象労働者は、月42防関・年320時間)です。

: 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)には、年6か月まで月456奇闘を超える ; 

: ことができますが、その場合でも : 
事務外労審議吉宗主事720喜善綴ど;Jr~j

h 密警?務外労苦撃と務器労緩め合計会主鍔10会誇義務

と しなければなりません。:

なお、いずれの場合においても‘以下を守らなければなりません。
み 会苦務会ト予らも機と:ヰ宗務労畿のをすがn1設む島幸怒液?銭

事務外労議議線怒労警告鈴言dtについて匂 j・2fN事IjX姥JJ r~1ii-f号事均j : 
1"41t!'事務湾j 考Ylt努j r そ~tアPFi夢均J t:l古学べて?鍔主主主コ1.)与今襲警護議i二，¥f)ヲ : 

時間外労働・休日労働を行わせる場合には、Point4で締結した 36協定の範囲内でなければなりません。

労働時障が6時間を超える場合には少なくとも45分、 86守隠を超える場合には少なくとも1時閣の休憩

が、労働時間の途中に必要です。

休憩は、労働者の8白に利用させなければなりません。

特に、次のような例がみられることから、夜間的潤帯や利用者の食事時間帯においても、休憩が確実

に取得できるよう徹底してください。。代替要員の不足等から夜勤時間帯の休憩が確保されていない例

0 正午~午後1憾などの所定の休懇時間に利用者の食事介助等を行う必要が生じ、休憩が確保されて

いない例

使用者(e);、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければなりません。

(4週間安通じ4自の休日悲与えることも認められます。)

この「休日Jとは、単に連続24時間の休業を指すのではなく、

原則として欝日(午前O時から午後12踏まで)の休業をいいます。

したがって、いわゆる f夜勤明けjのBlel:.法定休日には該当しませんので

注意してください。
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賃金は、いかなる労働時間についても支払わなければなりません。

労働時間に応じた賃金の算定を行う場合〈時給制などの場合)に(e!:、炎替制勤務における引継ぎ時間、業務報

告書の作成跨鶴等、介護サービスl二直接従事した時間以外の労働時間も通算した時間数に応じた算定をして

ください。※ 1(3)Point 1 (P.4)、JIPoint3(P.14)参熊

また、使用者の震に帰すべき事由により労働者を休業させた場合には、休業手当を適正に支払わなければ

なりません。 ※n Point 2参熊

時間外労働に対しては、 25%以上(※)の割増賃金を支払わなければなりません。

※ 1か月iこ60時間を超える時間外労働に対する割増資金喜容は50%以上です(中小企業については、

2023年3月31日まで適用が猶予されています。)。

深夜業(午後 10隠から午前5踏までの労働〉に対しては、 25%以上の割増資金を支払わなければなり

ません。

休日労働に対しては、35%以上の割増資金を支払わなければなりません。

資金は、地域別最低賃金以上の金額を支払わなければなりません。

地域別最低賞金は、産業や織覆にかかわりなく、都道府県内のすべての労働者に対して適用される震低賃

金として、都道府県ごとに定められています。

非正規雇用労働者も含め、 6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出動した労働者に対しては、年次有給
休暇を与えなければなりません。

所定労働B数が少ない労働者に対しても、所定労働日数に応じた年次有給休織を与える必要があります0

0 毒事議事事繍鱒露霊的髄襲撃

217日以上

I 169白から
48 I 

1 216日まで

30時間 ....，.， I 121日から3日|
未満 I ~W I 168日まで

2日

1日

738から
1208まで

48日から
72日まで

※ i盤以外の期間によって労働日数が定められている場合

労使協定により、年次有給休暇について、5自の範邸内でE春闘を単位として与えることができます。
法定の年次有給休暇が108以上付与される労働者について、年58の年次有給休暇の確実な取得が

義務付けられました(対象労働者には、管理監督者や有期雇用労働者も含まれます。)。
労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、 5年間 C当分の簡は3年間)保存する必要があります。
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年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他の不利益な取扱いをしてはいけま

せん。
例えば、精皆勤手当や賞与の額の算定に際して、年次有給休暇佐取得した日を欠勤として取り扱

うことは、不利益取扱いとして禁止されます。

やむを得ず労働者の解雇を行う場合には、少なくとも 30目前までの予告が必要1;'す。
予告を行わない場合には、解雇までの日数に応じた解震予告手当を支払う必要があります。

藤議議議議長日数鈴 30目前 20日前 10自前 解雇自

間 予告切叩ば予告…予告〉… べ;予告なし:

~，旬与え〆.，認

なし 10日分 20日分 30日分 ×平均黄金

有期労働契約※を更新しない場合には、少なくとも 30日前までの予告カ沼、要です。

※ 3回以上更新されているか、 1年を超えて継続して雇用されている労働者に係るものに隈り、あら

かじめ更新しない旨明示されているものを綜きます。

実質的に期間の定めのない契約と変わらないといえる場合や、麗用の継続を期待することが合理的

であると考えられる場合、{吏用者が麗止めをすることが、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上穏

当と認められないときJ!誌、雇止めが認められません。従来と同ーの労働条件で、有期労働契約が更新さ

れます。

労働者から請求があった場合には、解雇・履止めの理由等について、証明書を焚付する必要があり

ます。
持場5!1 ~ ~<<!it ~場~ 000>> 4t ~ 41帯...悶喰1I>41S>4!1it命令符 41!II 41_1} 41 ~ d::ゃ!IIf! s} ~良時~ COI il)-fII fI !II 41 s} ft s} ~陣+掬唱俳句.. .吻術~ $tI 4I!II 41 ~ 4t ，，>:!iI 'II:PI 41 Ito lIt s} fII OQO 禽4IItH!t!ll4l:1do4l:.oc

持 e島
曾廿僻時玲制υ 担 訟 γ当必割合叫 吻 主 持

について

i 有慰労働契約については、契約更新の繰り返しにより、 定期間雇用を継続したにもかかわらず、突然、契約更新 i
をせずに期間潟了をもって退職させるなどの、いわゆる「濯止めJをめぐるトラブルが大きな問題となっています。:

珍 この基準l求、このようなトラブルの防止を図るため、労働基準法第 14条第2現に基づき、使用者が誘ずべき措 i 
:醤について定めたものです。

。襲譲襲器鍛諜暴露。告書まい野機事選総6告書謹言語
時 労働契約法の規定により、権利の濫用に当たる解雇は無効となります0

0 議選播諮窓時的謡番鰭審議事選鞄{蒋灘鰭髄善悪事事}母思議語講
吟 労働者と有期労働契約を締結している場合には、やむを得ない事由がある場合でなければ、契

約期間中に解雇することはできません。期間の定めのない労働契約の場合よりも、解雇の有効性

は厳しく判断されます。

労働者の労務管理を適切に行うため、労働者名簿を作成し、労働者の氏名、雇入れの年月日、退
職の年月日及びその事由等を記入しなければなりません。

また、黄金台帳を作成し、労働者の氏名、労働日数、労働時間数、時間外労働時間数、基本給等

を賞金の支払の都度遅れることなく記入しなければなりません。

これらは労働関係に関する重要な書類ですので、それぞれ5年間(当分の聞は3年間)保存じてください。

持{欝轡名簿

労働者の氏名、
麗入れの年月日、
退職の年月日及びその事由 等

鏡傘髄!嬢

常時50人以上の労働者を使用する夢撲場は、衛生管理者や産業医を選任し、また、衛生委員会を

設置する必要があります。

常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場は、衛生推進者を選任する必要があります。

これらの衛生管理体制を整備し、労働者の健康障害の防止、健康の保持増進、労働災害の防止な

どを回りましょう。

非正規労働者も含め、常時使用する労働者に対しては、

0 雇入れの際

01年以内ごとに 1回※

※ 深夜業等の特定業務に常時従事す否者については、

6か月以内ごとに 1回
定期に健康診断を実施しなければなりません。 多量
短時間労働者であっても、下記①@のいずれにも該当する場合はf常時使用する労働者」として健康診

断が必要です。

① 期間の定めのない労働契約又は期間1年以上の有期労働契約iこより使用される者、契約更新により

1年以上使用され、又は使用されることが予定されている者

(?) 還の労働時間数が、通常の労働者の週の労働時間数の4分0)3以上である者

なお、健康診断の実施i立法で定められたものですので、その実施に要した費用については¥事業者が負担

すべきものです。

健康診断の結果で異常の所見があると診断された労働者については、当該労働者の健康を保持するた

めに必要な措置について、軍部等の意見を聴かなければなりません。
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常鋳 50人以上の労働者を使用する事業場では、常時使用する労働者に対し、 1年以内に 1回、

定期にストレスヂ工、yクヰE実施する必要があります。

ストレスチェックの結果J罷師による薗接指導が必要jとされた労働考から申出があった場合は、

医師に依頼して溜接指導を実施し、その医師の意見を聴き、必要な措置を講じる必要があります。

ストレスチェνクの実施者に、ストレスチ工、ソク結果を一定規模の集団ごとに集計・分析しても

らい、その結果を踏まえて、労働者の心理的な負担を軽減するための適切な捲還を誘じましょう。

「過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措鐙」に基づき、}過重労働による

健康障害防止措置を講じてください。

' f議室護労織にふ;器養護護義務委露:殺事完成'すみため建築綴様式務ずベ議議議室j

ぴ評議?急若手3潟¥7怒fぎり鋭;務室議会317会む怒号るP務02i手持鍔譲渡)0)波紋拘害警

時間外・休日労働の削減

: () 36協定は、限度基準((3)Point4参照)[ζ適合したものとしてください。。月45時間を超える時間外労働が可能な場合にも実際の時間外労働は月45時間以下とするよう努めてくださいo

i 労働者の健康管理に係る措援の徹底

o a寺路外・休日労働が1月あたり即時閣を超え、疲労の蓄積が認められる(申出をした)労働者などに対し、医師

; による面接指導等を実務してください。 等:

労働者の安全と健康はかりがえのないものであり、常に労働災害の防止に努めましょう。特に、災害が

多発している腰痛災害や転倒災蓄の防止に取り組んでください。

以下のガイドライン等を踏まえた災害防止対策を講じましよう。

O 社会福祉施設における安全衛生対策~腰痛対策.KY活動~

(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000075093.html) 

0 '職場の危険の見える化(小売業、飲食業、社会福祉施設)実践マニュアル

(httos://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000110454_00003.html) 

O 巻護・介護作業による腰痛を予防しましょう

Chttps:/ Iwww.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/kaigokango_2.pdf) 

O 働く人に安全で安心なId舗・施設づくり推進運動

(https:/ /anzeninfo.mhlw.go.jp/information/saniisangyo.html) 

o STOP!話働災害プロジェクト

(http's://onzeninfo.mhlw.go.jp/information/tentou 150 1.html) 

O ノロウイルスlこ関するQ&A

(http:/ iwww.mhlw.go.jp/stf 1 seisa ku nitsu ite/bunya/ke n kou_i ryou! shokuh in/ syokuchu/kanren/yobou!む40204-1.html)

労働者lこ対しては、雇入れ碕及び作業内容変更時の安全衛生教育を実

施しなければなりません。安全衛生教育の実施に当たっては、業務の実

態を踏まえ、上記災害の原因、その妨止等に関するI頁白を盛り込むよう

配慈しましょう。

労働保険とは、労働者災審補償保険(労災保険)と麓ffl保険の総称です。

介護労働者を含め労働者を一人でも震っていれば、その事業場は労働保険の適用事業場となりますので、

労働保険の手続を取る必要があります。

労災保険とは、労働者が業務上の事自立は通勤に

より負傷等を被った場合等!ζ、被災した労働者や遺

族君主保護するため必要な保険給付等を行うものです。

襲襲労~傑擦の対象となる労瀦議
労働契約の期間や労働時間の長綬にかかわらす、

すべての労働者が労災保険の対象となります。

雇用保険とI;l:，労働者が失業した場合亙ぴ労働者

について麗用の継続が困難となる事由がきをじた場

合iこ、労働者の生活及び雇用の安定を留るとともに、

再就職を促進するために必要な給付等を行うもの

です。

機議室F弱採践の対象ーとなる労縁者 J稜線機議議議務襲撃

次のいずれにも該当する労働者が、原則として

麗用保険の対象となります。

① 1週間の所定労働時障が 20時間以上であ

ること

② 31日以上の雇用見込みがあること
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f務総会'緩労襲撃議ゆ滋怒5懇意義務誉教善意綴4ごついてj

〈祭器見守窓会事務鍔 27務1'Itす務委義務ち務27訪れ努〉;こフいて

訪問介護労働者については、その多くが通常単独で利用者E起を訪問

し介護に従事するため、使用者が労働者を霞援に指捜しその勤務状況

を把握する機会が限られるなどの勤務実態があることなどから、賃金、

労働時間等に係る法定労働条件が適正に確保されていない状況がみら

れたため、厚生労働省においては、平成何年iこ4察官己の通達を発出し、訪

J 問介護労働者に係る労働基準法等穏係法令の適用について.取りまとめ

たところです。(参考資料1CP.16)参照)

この通達の内容はこのパンフレットにも盛り込まれていますが、その

うち移動時間の取扱い(Point3CP.14)参照)等については、現在もなお

一部iこ問題が認められるところです。

訪問介護lこ携わる皆様には‘このパンフレνト等をご港問いただき、

訪問介護労働者の法定労働条件を滋疋lこ縫保されるようお願いします。

使用者の震に帰すべき事砲により、労働者を休業させた場合には、使用者は休業手当として平均賃金の

100分の 60以上の手当を支払わなければなりません。※ 1(5) Point1 (P.7)参照

利用者からのキャンセル、利用時間務の変更を理由として労働者を休業させる場合には、他の利用者宅で

の勤務等、その労働者に代替業務を行わせる可能性等を含めて判断し、使用者として行うべき最替の努力を尽

くしたと認められない場合には、休業手当の支払が必要です。

労働時間とは、使用者の指揮監督の下にあるB春闘をいい、介護サービスを提供している時間に限るもので

はありません。

移動時間、待機時間等についても、以下のような場合には労働時間に該当し、使用者は適正にこれを把握、

管理する必要があります。 ※ 1 (3) Point 1 (P.4)参照

時間をいい、この移動防関につい

ては、使用者が業務に従事するた

めに必要な移動を命じ.当該時閣

の自由利用が労働者に保隙され

ていないと認められる場合にi武

労働時間に該当します。

なお、通勤時間(~の例では①)

はここでいう移動時間に該当しま

せん。

このケースでは、 Aさん宅での介護サービス潟始時刻から、 8さん宅での介護サービス終了時刻までの碕閣のう

ち、休殻B書簡を除いたものが労働時間となります。
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このケースでは、 Aさん宅での介護サービス提供時間、Bさん宅への移動時間及びBさん宅での介護サービス提

供時閣が労働時間となります。移動時間はBさん宅への移動に要した時間であり、ぞれ以外の r~き随閤」につい
ては、その時穏には労務に服する必要がなく、労働者に自由利用が保障されている限り、労働時間として取り扱う

必要はありません CAさん宅での介護サービス終了時刻から8さん定での介護サービス繍始億刻までの時間すべ

てを労働時間として取り扱う必要はありません。〕。

このケースでは、 Aさん宅での介護サービス提供隠閣のみが労

働時間となります。

参考資料 1 

訪問介護労働者の法定労働条件の礎保について
平成16年8月27日付け基発第0827001号

訪問介護事業においては、介護保険法(平成9年法律第 123号)の施行以来事業場数が増加する中で、同事業に使用される

労働者の多くが通常単独で利用者宅を訪問し介護に従事するため、使用者が労働者を濠接に指様しその勤務状況を把握する機会

が限られるなどの勤務実態があること、また、事業開始後間もないため、労働基準法等関係法令に関する理解が必ずしも十分ではな

い事業場が少なくないことなどから、賃金、労働時間等に係る法定労働条件が適正iこ確保されていない状況がみられるところである。

このような状況を踏まえ、今般、訪問介護労働者lこ係る労働基準法等関係法令の適用について、下記のとおり取りまとめたところ

である。

ついては、監督指送時i手もとより、関係行政機関と連携・協力の上、別途送付する周知潟資料を活用して、関係事業者団体への

周知、集団指導の実施等により、この内容を徹底し、訪問介護労働者の法定労働条件の確保に遺憾なさを期されたい。

言E
1 定義等

(1)本通達に怠ける訪問介綾労働者の定義

本通達における訪問介護労働者とは、訪問介護事業に使用される者であって、介護保険法に定める訪問介護に従事する訪問介護閤若しくは介
護福祉士(以下「訪問介護員等|という。J又は、若人、障害者等の蔚宅において、入浴、食事等の介護やその他の日常生活上の世話を行う業務(f

日本標準産業分書官(平成14年3月改訂)J中の7592f~方向介護事業j参照。)に従事するものをいう。したがっ・て、介護保険法制車用の有無にかかわ
らないものであること(訪問介謎労働者が従事するこれらの業務を以下1訪問介護の業務jという。}c，

この訪問介識の業務に従事する者の中には、委託、委任等の呼称が問いられている場合もあるが、労働者に該当するかどうかについては、使用者
の指爆監督等の実態に却し総合的に判断すること¢

なお、介護保険法仁恭づく訪問介護の業務に従事する訪問介護員等については、一般的には使用者の指J軍監督の下にあること等から、労働基
準法(以下「法jとし向。)第9条の労働者に該当するものと考えられること。

(2)訪問Jr-議労働者の勤務形態

訪問介護労働者については、母正初員、嘱託社員等の名称にかかわらず唱当該事業場で定める所定労働時防を勤務する労働者、②短時間労

働者であって、労働日及び労働日における労働時間が定型的・固定的に定まってU喝労働者のほか、①短時間労働者であって、月、週又は日の所定

労働時聞が、一定期間ごとに作成される勤務表により、非定型的に特定される労働者(以下「非定tw.的パートタイムヘルパー」という。)、①短時間労
働者であって、急な需要が.1:じた場合にのみ臨時に雇入れられる労働者など、種々 の勤務形態のものがみられる。

これらの中で、非定型的パート亨イム4リレバーは、訪問介護労働者の多殺を占めており、利用者からの訪問介談サーピスの利用申込みに連動して、
月、選又は日の所定労働時間が非定型的に特定されるため、労働条件の明示、労働時間の把援、休業手当の支払、賃金の算定等に関して、労働
基準法等関係法令上の問題点が多くみらj1.ること。

2 訪問介護労働者の法定労働条件の確保上の問題点及びこれに関連する法令の適用

(1)労働条件の明示

訪問介殺事業においては‘訪問介護労働者の腐入れ時に、労働条件の明示がなされないことやその明示内容が，不十分であることなと亭により、労
働条件の内容を巡る問題が生じてし‘る場合も認められるところであるが、労働条件の明示に当たっては、以下の事項に特に留意する必要があること。
ア 労働契約の期街

非定~!的パートタイムヘJレバー等にワいては、労働日と次的労働日との鶴に相当の期間が生じることがあるが、当該期間も労働契約が継続して
いるのかせプうかを明確にするため、労働条件の明示に当たっT!土、労働契約の期間の定めの有無並ひ可こ期間の主主めのある労働契約の場合はそ
の期間及び労働梨約を更新する場合の基準を明確に定めて書面を焚付することにより明示する必要きがあること(法第15条第 1項、労働基
準法施行規則(以下「規自IjJという。)第5条第1:1買第1'1チ及び第1号の2、開条第3項)。
なお、労働契約を更新する場合においては、その都度改めて労働条件を明示:する必要があること。

イ 就業の場所及び従事寸ベき業務等

明示しなければならない労働条件のうち、就業の場所及び従事すべき業務f波別第5条第1項第i号の3)、労働日並びにその始業及rYft業の

時刻、休煎時間(問項第2号。以下「労働8及びその勤務時間帯Jというり)につ~'-CI立、ごれが月ご、と等の勤務表により特定される場合には、勤務
の種類ごとのこれらに関する考え方を示した kで、当該労働者に適用され品就業規目IJJ.-.の関係条項名税関緩的iこ示し、契約締結時点での勤務
表を示すことで足りること正

(2)労働時間及びその把握

訪問介護事業においては， ~F定型的パートタイムハJレバー等が訪問介護の業務に直接従事する時間以外の時間を労働時間としていないものが
認められると‘ころで、あるが、訪問介諜労働者の移動時間や業務報告脊等の作成時間令とたついて、以下のアかちJ二により労働時間に該当する場合
には、適正にこれを把鐙する必要がある'-と(法第:12条)内
ア答勤時間

移動時間とは、事業務、集合ー場所、利用者宅の相互聞を移動する時間をいい、この移動時間については、使用者が、業務に従事するために必

要な移動を命じ、当該時間の自由利用が労働者に保F立されていないと認められる場合には、労働時間に該当するもの?あること。
具体的には、使用者の指標数督の実主Eにより判断するものであり、例えば、訪問介護の業務に従事するため、事業場から利用者名への移動に

要した時間やーの利用者宅から次の利用者宅への移動時間であって、その時間が通常の移動に要する時間程度・である場合には労働時間仁設
当すゐものと考えられること。

イ 業務報告書等の作成時開

業務報告審等を作成する時間について』立、そのf1'li~が介護保険制度や業務規定等により業務上義務付けられているものであωコて、使用~・の
指f軍監督に基づき、事業場や利用者宅等において作成している場合には、労働時間に該当するものであること。
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ウ待機時間
待機時間については、使用者が急な需要等に対応するため事業場等において{事機を命じ、当該時間の自由利用が労働者に保障されていな

し当と認められる場合には、労働時間に該当するものであること。

エ研修時間
研修時間については、使用者の明示的な指示に巷つい・て行われる場合は、労働時間であるこじまた、研修を受講しないことに対する就業規

則上の制裁等の不利益な取扱いがある場合や研修内容と業務との関連性が強〈、それに参加しないことにより、本人の業務に具体的に支践が

生ずるなど実質的に.f>l!.1用者から出席の強制があると認めらオLる場合などは、たとえj~明者の明示的な指示がなくとも労働時間に該当するものであ
ること。

(3)休業手当

訪問介護事業においては、利用者からの利用申込みの撤回を理由として労働者を休業させた場合に、休業手当を支払ってし 3ないものが認められ
るところであるが、労働日及[}'.その勤務時間帯が、月ごと等の勤務表により訪問介護労働者に示され、特定された後、労働お古苦労働契約に従4 て労

働の用:訟をなし、労働の意思を持ってし、るにもかかわらず.使用者が労働日の金書札又は一部を休業させ、これカ吋費用者の費削帯すべき事的によるも
のである場合にはj走期者は休業手当としてその平均賃金の 100分の 60以上の手当を支払わなければならないこと(法第 26条)。

したがって、利用者からの利用申込みの撤回、利用時関税ーめ変更を理由として労働者を休業させる場合には、例えば、他の利用者「ぞでの勤務の

可能性について然るべき検討を十分に行ったかどうか等当該労働者に代替業務を行わせる可能性等を含めて判断し、使用者として行うべき最善

の努力を尽くしたと認められない場合には‘使用者の費に燥すべき事由があるものとして休業手当の支払が必要となること。

ただし、利用者からの利用申込みの撒岡、利用時間帯の変更の要請に対し、使用者が当該労働者に対し他の利用者宅で勤務させる等代替業
務の徒{f!;をrrっ主:場合、あるいは、就業規則の規定に恭づく始業・終梁時1知刻申潟jの繰上げ、繰 F円』げTによる勤務時閥昔帯干の変更や休日の振替による労働

日の変吏を行いf他也の利府者オ治コで5恕勤B訪J務させる等必喜愛E
なお、 1日の労働日の一部のみ、使用高iの費に帰すべき事由により休業させた場合につい・ても、現実に就労した時間に対して支払われる賃金が1

日分の平均賃金の 100分の(iOに満たないときは、その差額を支払わなければならないこと。

(4)頭金の篤主主

ア 訪問介護事業におL、ては、訪問介護の業務;こ直接従事する時間以舛の労働時間である移動時間等について、鴛金支払の対象としているの

かどうかが判然としないものが認められるbころで、あるが、賃金はいかなる労働時間についても支払われなければならないものであるので、労働時

間にJjL;じた賃金の算定を行う場合l主、訪問介誕の業務にi直接従事する時間のみならず、上記 (2)の労働時間を通算L た時間数にlit~じた賃金の
算定を行うこと内

イ 諮問介護の業務に直接従等する時間と、、それ以外の業務に従事する時間の賃金水準につし&ては、最低賃金額をで関らない範図で、労使の

話合いにより決定されるべきものであること。
賃金が最低賃金額以 tとなっているかどうかは、

CD 時間によ，，-c定められた賃金(以下{時間給jという。jの場合i士、当該時間給を時潤によって定められた最低賃金額(時間滋)と、
② 日、週、月によって定められた賃金の場合は、その金書買を当該期間における所定労働時間数でFました当該時間当たりの金額を時間によっーて

主主められた最低賃盆額(時間額)と、
比較することにより判断するものであること(最低賃金法ー第4条、最低賃金渋施行規則第2条)0

なお、労働者の受ける賃金について、造是木給が時間給により、その他]総務手当等が月によって主主められた賃金に上り定められているなど、上記①

及び@の賃金で構成される場合同士、当該基本給と職務T当等についてそれぞれ⑦及び(訟の方法により時間当たりの金穏を算出し、その合計

叡を、時間によって定められた最低賃金額(時間額)と比較すること。
ウ 訪問介議労働者は、利用者危に移動することを前提に訪問介護の業務に従事するものであり、通常その移動に要する費用については、事業

の必要経費との性格を・有し、事業場が実費弁償として支給1.，'(1，渇旅費、交通費等は、一般的には労働の対償ではないことから賃金とは認めら
れないので、最低賃金書官との.比較に当たーo-C.土、比較対象の策金額には算入しないこと。

(5)年次有給休限の付与
訪問介殺事業においては、年次有給休暇について、短期間の契約期間が更新され6箇月以 kに及んて品いる場合であっても、伊Jえ1;[、労働契約が

1箇月ごとの更新であることを理由に付与しないl罰jが認められるところであるが、混入れの日から起算して6箇月間継続勤務し、全労働Bの8割以上

出動している場合には、法に定めるところにより年次有給休暇を付守する必要があること(法務 39条)。なお、年次有給休暇の付与要件である「継

続勤務jとは、在籍期簡を意味し、継続勤務かどうかについては、単に形式的にのみ判断すべきものでなく、勤務の実態に却し(実質的仁判断すべきも

のであること。
また、非宏型的パートタ「ムヘJレパ}等について、年次有給休暇が比例付与される日数は、原則として基準日において予定されている今後1年.問

の所定労働日数に応じた日数であるが、 j'定されてし渇所定労働日数を算出し縫い場合には、基準日直前の実績を考慮して所定労働日数を算出す
ることとして皇室し支えないことEしたがって、例えば、展入れの日から起算して6箭月縫過後に付与される年iX有給休暇の日数については、 i車安6筒月

の労働日数の尖績を2'}吉したものをD年間の所定労働日数jとみなレ亡判断することで差し支えないことの

(6)紙業規則の作成及びmJ知
使用者の中には、短時間労命働者である訪問介護労偽者については、就業規則の作成要件である「常時 10人以 tの労働者」には含まれないと

誤解をしているものが認められるが、短時間労働者であっても!常時 10人以上の労働者」に含まれるものであること(決策 89条)。
また、就業規則につい・ては、常時事業場内の名作業場ごとド掲示し、又は備え付ける等の方法』こより労働者に!認知する必要があるζと(法第 106

条第u買)"なお、事業場等に赴く機会の少ない非定型的パートタイムヘ.n.'パ}等への周知については、主宰預を交付することによる方法を講ずること

が望ましいこと(規則第 52条の2第2号参照)。

(7)労偽者名様及び貰金台阪の調製及びm:停
訪問介護事業収おいては、訪問介護労働者の労務管理を適切に行うため、各事業場ごとに労働者名簿を調裂し、労働者の氏名、腫入の年月日、

退織の年月日及びその事件i等を記入すゐとともに(法第 107条、規則!第53条)、賃金台肢を調裂し、労働者の氏名、賃金制算期間、労働日数、労

働時間数、時間外労働時間主主‘基本給.手当その他賃金:の種類毎にその額等を賃金の文払の都夜遅滞なく記入する必要があること(/去第 108条、

規則第 54条)。
なお、訪問介護労働者叩こ係る労働時間数等について、当該労働者が作成する業務報告審等により惚控室じている場合は、使用苔1立、労働時間の

実態を.iEしく記録し、適正に報告を行うことについて、当該労働者に対し卜分な説明を行うこと。
また、労働者名簿及び賃念台校については、労働関係に関する重要な書類であるので.労働者名簿については労働者の選戦等の白から、賃金

台阪については最後の記入をした日から、それぞれ3年間保存する必要があること(法第 109条、規則第56条}。

契約期間

就業の場所

従事すべき

業務の内容

始業、終業の

時刻、休憩時

問、就業時転

換((l)~(5) 

のうち該当す

るもの一つに

0をイ寸けるこ

と。)、所定時

間外労働の有

無に関する事

項

休 日

休 H陵

(一般労働者用;常用、有期雇用型)

労働条件通知書

年 月 日

殿

事 業 場 名 称 ・ 所 在 地

使用者職氏名

期間の定めなし、期間の定めあり( 年 月 日 ~ 年 月 日)

※以下は、 「契約期間Jについて「期間の定めあり J とした場合に記入

1 契約の更新の有無

[自動的に更新する・更新する場合があり得る・契約の更新はしない・その他( ) ] 

2〔契謹そ約のの他君更臨新(は次症にのよ業り脅判断しすてるい。る欝曜講 -能力

3 更新上限の有無(無・有(更新 固まで/通算契約期間 年まで) ) 

I有無労にるU働湾期E本固よ契転局契こり特定刑換刷約定年法ゆ本場期有後局込』契間合こ期引定措織約中7業き置めが期本に続務発法る会間のい同社約生のζ開てよ来しにか雇始d私る対ら日か用市企特ののし、さら期業例翌労て完れの間働と期日了て(対の条聞まい闘象の件でるで者年定の1期ののの恋め(期間通場高の月曹間算合度なの契1専い省日(約門労)鍵期)か働{-聞倶らE年が、約集(5無定(年無期年かを期労後月趨労働有のえ働契{荷上明噛あ契齢限有曲続で者期。1のの0}労履の年と働締周お))契結にり豹転の)百換申面唱}す詰みる古をこ事すと否がるT瓦で

と
き

定年後号き続 雇用さ る期間

(雇入れ直後) (変更の範囲)

(雇入れ直後) (変更の範囲)

| ・[有特期定雇有用期特業別務措(置法による特例の対象者(高開度始専日門'~) の場合完1了日:

1 始 業・終業の時刻等

(1)始業( 時 分) 終業( . 時 分)

I以 下 の よ う な 制 度 が 労 働 者 に 適 用 さ れ る 場 合l
(2)変 形 労 働 時 間 制 等 ( )単位の変形労働時間制・交替制として、次の勤務時間

の組み合わせによる。f始業(時分)繍(時分) (適用日

始業( 時 分) 終終業業 ( 時 分) (適用日

始業(時分) ~~ (時分) (適用日

(3) ルックスタイム制、;始業及び終業の時刻は労働者の決定に委ねる。

(ただし、 7レキげや I~~イム(始業) 時分から 時 分分、
(終業) 時分から 日寺

コ7~イム 時分から 時分)

(4)事業場外みなし労働時間制;始業(時分)終業(時分)

(5)裁量労働制;始業( 時分) 終業( 時分)を基本とし、労働者の決定に委ね

る。

0詳細は、就業規則第条~第条、第条~第条、第条~第条

2 休憩時間( )分

3 所 定 時 間 外 労 働 の 有 無 { 有 無 )

-定例日;毎週 曜日、国民の祝日、その他(

-非定例日;週・月当たり 日、その他(

• 1年 単 位 の 変 形 労 働 時 間 制 の 場 合 年 間 日

0詳細は、就業規則第条~第条、第条~第条

1 年 次有給休暇 継6続か月勤継務続6勤か務月した場合→ 日
以内の年次有給休暇 (有・無)

→ か月経過で 日

時間単位年休(有・無)

2 代替休暇(有・無)

3 その他の休暇有給(

無給(

0詳細は、就業規則第条~第条、第条~第条

(次頁に続く)



む2
.帽込

賃 金 11 基本賃金イ月給( 円)、ロ 日給品( 円)

ハ時間給( 円)、

ニ出来高給(基本単価 円、保障給 円)

ホその他( 円)

へ就業規則に規定されている賃金等級等

2 諸手当の額又は計算方法

イ ( 手当 円/計算方法:

ロ( 手当 円/計算方法:

ハ( 手当 円/計算方法:

ニ( 手当 円/計算方法:

3 所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率

イ 所定時間外、法定超月 60時間以内( )，% 

月 60時間超 ( ) % 
所定超 ( ) % 

ロ休日 法定休日( ) %、法定外休日( ) % 
ハ深夜( ) % 

4 賃金締切日( )ー毎月 日、 ( )一毎月 J 日

5 賃金支払日( )ー毎月 日、 ( )ー毎月 日

6 賃金の支払方法(

!7 労使協定に基づく賃金支払時の控除(無 ，有( ) ) 

18 昇給( 減(時期、金額等 ) ， 無 ) 

19 賞揚( 議(時期、金額等 ) ， 幾 ) 

110 選勝議(縛(時期、金額等 ) ， 無)

退職に関す 11 定年制 ( 有 ( 歳) ， 無 ) 

る事項 12 継続雇用制度( 有( 歳まで) ， 無 ) 

3 創業支援等措置( 有( 歳まで業務委託・社会貢献事業) 無 ) 

4 自己都合退職の手続(退職する 日以上前に届け出ること)

5 解雇の事由及び時( J 
O詳細は、就業規則第条~第条、第条~第条

その他卜社会保 険 の 加 入 状 況 ( 厚 生 年 金 健 康 保 険 その他( ) ) 

-雇用保険の適用( 有 ， 無 ) 

・中小企業退職金共済制度

(加入している ， 加入していなし、) (※中小企業の場合)

-企業年金制度( 有(制度名 、 ) ， 無 ) 

・議溺援護務員長議議縁関:ti漁業議長議話相欝議長
部署名 担当者職氏名 (連絡先 ) 

・その他(

!※以下は、 「契約期間Jについて「期間の定めあり Jとした場合についての説明です。 i

i 労働契約法第四条の規定により、有期労働契約(平成25年4月1日以降に開始するも ! 
! の)の契約期間が通算 5年を超える場合には、労働契約の期間の末日までに労働者か
! ら申込みをすることにより、当該労働契約の期間の末日の翌日から期間の定めのない
i 労働契約に転換されます。ただし、有期雇用特別措置法による特例の対象となる場合 i 

l は、無期転換申込権の発生については、特例的に本通知書の「契約期間Jの「有期雇 ! 
L用特別措置法による特例の対象者の場合」欄に明示したとおりとなります。 j

以上のほかは、当社就業規則による。就業規則を確認できる場所や方法{

※ 本通知書の交付は、労働基準法第 15条に基づく労働条件の明示及び短時間労働者及び有期雇用労働者

の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム・有期雇用労働法)第6条に基づく文書の交付を兼ねる

ものであること。

※ 労働条件通知書については、労使聞の紛争の未然防止のため、保存しておくことをお勧めします。



このリーフレットは、いわゆ否「シフト制jで労働者を就労させる際に、使用者に

留意していただきたい内容をまとめています。労働者ち納得した上でルールを定め、

労働関係法令を守り、 トラブ〕レを予防しましょう。

圃労働契約の締結時には、労働者に対して以下の労働条件を明示しなければなりません

(労基法第15条第 1項、労基則第5条) 0 

※労働者が希望した場合は、電子的な方法で明示することができます。

圃特にシフト制労働契約では、以下の点に留意しましょう o

f錨農薬@鰻選議霊華麗IJ
労働契約の締結時点で、すでに始業と終業の時刻が確定している日については、労働条件通

知書などに単に「シフトによる」と記載するだけでは不足であり、労働日ごとの始業・終業

時刻を明記するか、原則的な始業・終業時刻を記載した上で、労働契約の締結と同時に定め

る一定期間分のシフト表等を併せて労働者に交付する必要があります。

f体諜』

具体的な曜日等が確定していない場合でち、休日の設定にかかる基本的な考え方などを明記

する必要があります。

ぞう援護憲融
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-前頁の明示事項に加えて、 トラフ〕レを防止する観点から、シフト制労働契約では、シフトの

作成・変更・設定などについても労使で話し合って以下のようなルールを定めておくことが

考えられます(作成・変更のルールは、就業規則等で一律に定めることち考えられます)白

-シフトの作成時に、事前に労働者の意見を聞くこと

・シフトの通知期限例:毎月O日

-シフトの通知方法 例:電子メール等で通知

・~E3確定したシフトの労働日、労働時聞をシフト期間開始前に変更する場

合に、使用者や労働者が申出を行う場合の期限や手続

-シフト期間開始後、確定していた労働目、労働時聞をキャンセル、変更す

る場合の期限や手続

※-B確定した労働日や労働時間等の変更は、基本的に労働条件の変更に該当レ使用者

と労働者双方の合意が必要である点に留意してください。

作成・変更のルールに加えて、労働者の希望に応じて以下の内容についてあ

らかじめ合意することち考えられます。

・一定の期間中に労働日が設定される最大の日数、時間数、時間帯
例:毎週月、水、金曜日から勤務する日をシフトで指定する

・一定の期間中の目安となる労働日数、労働時間数
例:1か月O日程度勤務/1週間あたり平均0時間勤務

・これらに併せて、一定の期間において最低限労働する日数、時間数などを

定めることも考えられます。
例:1か月O日以上勤務/少なくとも毎週月曜日はシフトに入る

E 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、 「始業及び終業の時刻jや「休日jに関す

る事項などについて、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません

(労基法第89条第 1号等)。

-労働時間の上限は原則 1日8時間、 1週40時間であり、この上限を超えて働かせるには36

協定が必要です(労基法第32条、第36条)0 

・1日の労働時聞が6時間を超える場合は45分以上、 8時間を超える場合は 1時間以上の休憩

を、勤務時間の途中で与えなければなりません(労基法第34条第1項)。

置所定労働日数、労働時間数に応じて、労働者には法定の日数の年次有給休暇が発生します

(労基法第39条第3項、労基則第24条の3)。使用者は、原則として労働者の請求する時季に年

次有給休暇を取得させなければなりません(労基法第39条第5項)0 rシフトの調整をして働

く日を決めたのだから、その日に年休は使わせないJといった取扱いは認められません。
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-シフト制労働者を、使用者の責に帰すべき事由で休業させた場合は、平均賃金の600/0以上

の休業手当の支払いが必要です(労基法第26条)。

※なお、使用者自身の故意、過失等により労働者を休業させることになった場合は、賃金の全額を支払う
必要があります(民法第536条第2項)。

-労働安全衛生法に基づく安全衛生教育(安衛法第59条)や健康診断の実施(安衛去第66条)など

の義務は、シフト制労働者に対してち同様に適用されます。

-シフト制労働者と「期間の定めがある労働契約J (有期労働契約)を締結している場合、期間

中はやむを得ない事由がなければ解雇できません。また、期間の定めがない場合でち、客観

的に合理的な理由等がなければ解雇できません(労契法第17条第 1項、第16条)0 

・なお、解雇する場合、①30日以上前の予告、②解雇予告手当の支払い(平均賃金の30日分以

上)のと、ちら力、が必要です(労基法第20条第1項)。

-一定の場合には、雇止め(労働者からの有期労働契約の更新等の申込みを使用者が拒否すること)がで

きなくなります(労契法第四条)。

・契約が3回以上更新されているか、労働者が雇入れ日から 1年を超えて継続勤務している場

合、雇止めには契約満了日の30日前の予告が必要です(有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関、

する基準第1条)。

-労働者を募集する際には、業務内容・賃金・労働時間等の労働条件を明示することが必要で

す(職業安定法第5条の3第1項、第2項)。なお、募集時に示した労働条件を、労働契約締結ま

でに変更する場合i変更内容の明示が必要です(職業安定法第5条の3第3項)0 

-シフト制労働者がパートタイム労働者や有期労働契約の労働者である場合には、通勤手当の

支給やシフト減に伴う手当の支払いなどで、正社員と比べて不合理な待遇にしないよう留意

してください (j，ートタイム・有期雇用労働法第8条)。

※その際、正社員の待遇を労使合意なく引き下げることは望ましくないことに留意してください。

-シフト制労働者ち労災保険の適用、給付の対象です。また労働時間などの要件を満たぜぱ、

雇用保険や健康保険・厚生年金保険の被保険者にちなります。
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告フト鱗 7I~~IJスト

車璽翠欝盤聾翠欝襲撃聾饗撞懇盤盤騒騒騒騒輯盤盤盤懇欝盤量購
ま磁器フト観錦鶏事選約錨鱒結時誌、鰐喜語審(t: r鰭議義信事警麓題審要事~J ~ r体髄j韓ど融持鱒

議件費審議覇で犠えてい5ますか。=今1(1)労働条件の明示

1-2包錦織童書締岱鱒鱗語審iζ、擁護襲と鱗畿的自事費草壁騨緒的iζ話需給?と8b~語審議場重量、ど鍛

ょう記購読在してい喜ますか。

a. その日の始業・終業時刻、原則的な始業・終業時刻や休日の設定の考え方を記載したり、

最初の期間のシフト表を渡したりして書面などで伝えている。

b. 書面などで伝えているが、始業・終業時刻や休日は「シフトによるjとだけ記載しているo

1-3.金フト警護持韓議襲鶴の締結軍事It:、持鱒重量的繕蓄量iこ蕗じて蝶下の肉饗iこついて事麓

めていますか。=今1 (2)シフト制労働契約で定めることが考えられる事項

a. シフトが入る可能性のある最大の日数や時間数

b. シフトが入る目安の日数や時間数

c. シフトが入る最低限の日数や時間数

1-4銅器フト種苦労番難事選範的鱒鰻暗記、蝶下喪主霊めていEますか。

=今 1 (2)シフト制労働契約で定めることが考えられる事項

a. シフトを作成するにあたり事前に労働者の意見を聞くなど作成に関するルール

b. 作成したシフトの労働者への通知期限、通知方法

C. 会社や労働者がシフトの内容(日にちゃ時間帯)の変更を申し出る場合の期限や手続

d. 会社や労働者がシフト上の労働日をキャンセルする場合の期限や手続

立"いったん曜ま震し?と告フトょの野鶴覇、労選議時騒毒事的霊華麗i議、韓F題審と持蓄量著書で命議

した上で持ってい2ますか。=今1(2)シフト制労働契約で定めることが考えられる事項

3祖霊Jフト観鱒善事護善説〉労題豊富事機tJf.主錨器時瞬、 主購4告碍舗をよ臨る語審舎に(;;生、 3信協議

を鱒鯖・車重出してい番苦すtJ'o 当 2 (1)労働時間、休憩

4際 1観的諮審議時購tJ電器糧事鹿患者纏える場合広域、童書暴露時議中!こ一露目寄贈蝶上の体重襲警主主事

えていますか。=今2(1)労働時間、休憩

s.襲撃件を溝?とす事前フト需苦労鶴著書'jJ'6年次事事給体轍的言語芸能式評議事った場合、藤離として鍔

護憲著書部言語殺す器時撃に議事活発事事総鉢轍整理翼鱒宮古せていますか。=今2 (2)年次有給休暇

語句事Fフト轍野義語審査護憲期審窃)j警(;:9瞳すベ老若善事鶏で体難詰せた場合i誌、一薦議臨上窃)i本
議事舗をまZ払ってい還ますか。=今2 (3)休業手当

7 臨告フト事苦労義語審(t:、議警警教室量殺害華鏡教事f~鍵鰻鯵麟を饗纏していますか。
=今2 (4)安全、健康確保

皐m 襲撃鮮を溝たす告フト鱗野轍著書在籍鱒犠鶴、鑓譲事襲隣@欝生年識の灘署襲鱗筆書としてい

ま すか。=今4 (3)社会保険・労働保険

「いわゆる「シフト制jにより就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項j

(URL) bttps:llwww盤 mhlw盤q仏 io!stf!newpaq邑 22954幽html
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鹿島鰻鞄 |賃金引上げに向けた

支援策等を掲載しています。

瞳職!大阪労働局 i酷悪 11賃金引上げ特設ページ輔君巴
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3支給の要件



ヰ41ふに、愛護縫による際緊意義?警察の労働災害が増加し続けています

事業者は労働者の転倒災害防止のための措置を講じなければなりません

購璽襲欝曹欝欝理構朝関哩理曽聾盤整聾欝欝鱒盤

ロ

何もないところでつまずいて転倒、足がもつれて転倒お約総
しにくいえ機体ピづくやのための運動プログラム等の導入 C*)

怒

通路の段差につまずいて転倒{
》事業場内の通路の段差の解消 C*)、 「見える化j

》送迎先・訪問先での段差等による転倒防止の注意喚起

量運塁審
書

ナ
災
会
ミ

働
協
セ

労
止
防

央
防
予

中

倒
転

ズ
分
イ

尉
切

職
ク工

日中添Znj 設備、家具などに足を引っかけて転倒
》設備、家具等の角の「見える化』

利用者の車椅子、シルバー力一、杖などにつまずいて転倒 (80/0)

ロじ羅韓 I~介助の周辺動作のときち焦らせない
介助のあとはHー呼吸置いてHから別の作業ヘ

作業場や通路以外の障害物(車止めなど)につまずいて転倒 (70/0)

ロ円円〉適切な通路 の 設 定

》敷地内駐車場の車止めの「見える化J

コードなどにつまずいて転倒(5 0/0) 
ロ I Lr'~1 ~労働者や利用者の転倒原因とならないよう、電気コード等の引き回しのルールを設定し、

労働者に徹底させる

ロ

ロ

凍結した通路等で滑って転倒
〉従業員用通路の除雪・融雪。凍結しやすい箇所には融雪マット等を設置する(貴)

浴室等の水場で滑って転倒
〉防滑床材の導入、摩耗している場合は施工し直す(女)

〉滑りにくい履き物を使用さぜる

〉脱衣所等隣接エリアまで濡れないよう処置

立こぼれていた水、洗剤、油等(人為的なもの)により滑って転倒
〉水、洗剤、油等がこぼれていることのない状態を維持する。
(清掃中エリアの立入禁止、清掃後乾いた状態を確認してからの開放)

雨で濡れた通路等で滑って転倒
》雨天時に滑りやすい敷地内の場所を確認し、防滑処置等の対策を行う

》送迎・訪問先での濡れた場所での転倒防止の注意喚起

聞盗回

型極極主
国語再

エイジフレシ1':1)ー術主力会

持 厚生労働省・大阪労働局・労働基準監督署
38 

(R 6，1 ) 



社会福祉施設における転倒災害発生件数の推移

5，000 

4，500 

4，000 

3，500 

3，000 

2，500 

2，QOO 

1，500 

1，000 
H2.4 ト125 H2.6 Hi.7 H28 !→29 ト130 Rl 氏2 R3 

社会福祉施設における転倒災害被災者の
性別・年齢別内訳

30{-1;;女性

4% 

介護の現場における転倒災害の発生時点

60歳以よ努性

Sq'D 

主務令も

作業中

2立6%
移動中

70.4% 

転倒時の類型
転倒災害が起きているのは

揮官駒〕を;祭つ越え吾のを安敗し7ニ

t~/;'i 環境に"'-主:，)¥ラ〉ス旗υ

-一般に加齢とともに身体機能が低下し、転倒しやすくなります

→「転びの予防体力チェックJ fロコチェックJをご覧ください

・現役の方でも、たった一度の転倒で‘寝たきりになることも

び

→「たった一度の転倒で寝たきりになることち。転倒事故の起こりやすい

箇所は?J (内閣府ウェフ、サイト)

転びの予防
体力チェック

・特に会養液総数とと護送!と機絞めぴ二之さ京総選棄しくま畿大します

→対象者に市町村が実施する「骨粗震症検診」を受診させましょう

~転倒・腰痛予防!

「いきいき健康体操J"-' 塁審
大阪労働局

YouTubeチャンネル
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回品師団
;:r.a;邑坦r~
千争区長~~

bJ盟事

アシケートに
ご協力ください

ロコチェック



援議議議議えぷ畿感心!こも護送機!とぷ議機会長警察の労働災害が増加し続けています。

転倒災害は、被災しないよう労働者自身が注意することち必要です。

社会福祉施設における転倒災害発生件数の推移

4，000 

3，00む

2，000 

1，000 

トi24H25 H26 H27 H28付29対30 R1. R2 Fミ3

社会福祉施設における転倒災害被災者の性別・年齢別内訳

※労働者死 傷病報告
(休業4日以上)に

よる休業見込日数

介護の現場における転倒災害の発生時点

60i\\~;1よ{仁男性

50/:> 
作業中

29.6% 

移動中

70冨4%

転倒災害が起きているのは

ところでつ緩?ぎくも友義務総つれ鮮と護送機

人は加齢ととちに転びやすくなります。自分は大丈夫だろうと思わずi
1といでう懇談s受持って務行やヂ子選選さましでくだ之をい。

走らないようにしましょう。

2.段差、家具等につまずいて転倒(見えていない)
前をよく見て歩行、作業しましょう。

・事業場内の危ない箇所は「見える化j等の対策をしましょう。

3.浴室、脱衣所等の水場で‘滑って転倒

4.こぼれていた水、洗剤等で滑って転倒(見えていない)
よく見て歩行、作業しましょう。

見つけたらほかの労働者の転倒防止のためにもすぐに拭きとりましょう。

. 水拭き等の後は、乾くまで他の労働者が入らないようにしましょう。

5贋雪、雨で‘滑って転倒
送迎や訪問介護時ち含め、積雪・降雨時の歩行や作業に注意しましょう。

-一般に加齢ととちに身体機能が低下し、転倒しやすくなります →『ロコチJ:~ク』
・現役の方でも、たった一度の転倒で寝たきりになることち→「たった一度の転倒で寝

たきりになることち。転倒事故の起こりやすい箇所は?J (内閣府ウエブサイト)

・特に女性は加齢ととちに骨折のリスクち著しく増大します

→対象者は市町村が実施している『骨粗懸症健診』を受診しましょう

ゆ 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
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ロコチェック 内閣府
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そ的{事1J'I;:も
立ん霧器襲撃も暢申事

窪警護連1;:醸す

整審議!こして
おく(])でj立主主く丸

善寝室告や襲撃鰻する

ことで¥鵠をまいや
議機器どに議議し欝しよう。

畿地域の不動産業者に

相談する。

鯵空家パンクを

利用する。
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務総や欝襲撃が態襲撃
さ霊2警護震iまも鰭惑に
迷惑がttかも

主主いように
隣室詳し2ましよう。

属議総畿jま弔意警護告や意義鍵R

E3553議関する主主ど、
本議狭義蓄えまどされ惑いように
議鶏受講53色濃しよう;'0

畿地域の不動産業者に棺談する。

毒島隣地の方に売却等を相談する。

詳しくは譲E蓄をご覧ください



盟 難的ワンストッフ電話輯聾 口です岱
ご輯畿開審警官器関翠し、強謹者から訴り譲しこ、謹鰭させていただ告ます。

大騒罪者iこ議寄る空警護達。〉お.1鑑みや翼連関費、語気軽!こご韓議ください。

平時1敬語窃-1昏;暗号

組談料iまかかるので‘しようか?

基本無料です。
※相談内容によっては、有償サービスをご提案させて}頁くことがあります。

体器拡電話霊付してい騒いので、しようか?

平田10:00---16:00の受付となります。

大販痛罵L~舛iま鞘躍で、き怠いのでしょうか?

大阪府民以外の方でも、大阪府内!こ空家を

所有されていれば、利用で、きます。

どのよう主主糟談がで、fきるのでしょうか?

例えば、

ZEtき家の管理方法がわからない

箆麓・務部する方法が知りたい

DIY賃貸が出来る物件を探している

何から手をつけたらいいかわからない

棺続霊筆記の義務化で、何が変わるの

椙続したらどうすればよいの

怠どのこ、相談に対応しきます。

大販の空でき家コ…jしセンター⑧i率、犠数の閤体でi襲欝しています。

市圏7材開!こ担当しているため、ご栂談いただく~きE震の所在地によって

折渡しのご連絡をさせていただく母体が、異なります。

※一部の市部村によっては、相談先をご案内するのみと怠ります。

ワア際泌総綴対義援総対;ょこち設でご滋惑い

一鍛社由法人大臨時宅地建物取引業協会 醐PO譲Aj究員襲聾審議建相談i!ンター

~n設をt ト11法人 一般社団法人

大駁務不動産コンサルティング議会 既存住宅・窓家プロデユース協会

、発行

:*:臨の錐まい活性特フォーラム事務局: 大j薮府 TEL:06・6941-0351(内線3036)

自側住まい活性化フォーラム

f大販の住まい活性化フォーラムJI率、大臨時等公的団体と鰭存住宅流通や1)フォーム.1)ノベーション!こ関わる毘関思体、事業者で構成された密体で、す。
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りつ芳一ムや
纏酸築費著書えて

いるけど屯
どれくsい護費用が
かかるんす主ろう守

発行

3械の齢い活性銘7ォー号ム事務局:額融大!袋持 TEL:06・6941心351(内線3036)

自制級住まい活J性化フォーラム

「大鎮の住まい活性化フォーラムJI立、大阪鯖等公的団体と既存住宅流通やりフォーム・リノベーションjこ関わる展開自体、事業者で構成された母体で、す。
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住まいに関してお悩みがある場合は、下記窓自にお気軽にご椙談ください。
。:対応1寄能な分野 ③:特に得意な対応分野

(公社)金田本不動麓協金

大綴熊本部

(一社)大阪府宅地建物

富良部業協会

(NPO法人)

人・家・街 安金支嬢機矯

(NPO法人)

器類で、きる工務!選選び拐談所
.求められる工務j苔会

(一社)田本住宅リフォーム

産業協金近畿支部
。。

(9時~17時)

大阪府下最大の不動産団体です。棺談員(当協会

の会員)が、不動産取引に関する相談に対応致レ

ます。

不動産に関連する様々な免許や資格を持つ専門

家集団で、ワンストップで総合的な椙談を受けるこ

どができます己椙続登記来?の空き家や詫れない、
賞せない空き家なと、の相談にも対応じています。J

総合建設業、地域ピルダ一、建物管理業、流通業な

ど多様な事業者を擁しており、総合的な椙談をお

受けします。大阪府住宅リフォームマイスター登録

団体でもあります。

空き家の管理j活用を促進するための、建築よ不動産

。ワンストップ窓口として

予想される巨大地震に備えて、市民・行政・専門家

が一体となり、木造住宅の耐震化を支握・推進して

いるNPO法人です。建築士等が、住宅に関する幅

広いご棺談に対応しますρ

インスペクション、耐震診断・補強王高齢者や障が

い警の心身両面に配癒した改修、省エネ化などの

相談に対応しx建物性能向上により地域の住環境
を地元の工務j苫がサポ{トします。

1983年10月に設立された日本初、圏内最大の

fリフォーム関連企業jの全国綴織です。国交省の

住宅リフォーム事業者団体に認定されていますの

で、お気軽にご梧談ください。

※相談の受付は平日(土臼祝、年末年始、夏季休暇中除く)のみとなります。

金まいに不良合がないかを怒ぺるを主総状5)1;議議〈インスペテシぉン)を索泌するインスペアタ…も:史的}で、ざます。
※各自体の案内で、きる建物状況調査(インスペクション)の詳細については、告団体にお問合せください。
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重 J 蛸~ 府営住宅に来訪される訪問系事業者様ヘ

構
鵡翻鱒

穐蝿轍

間ブ時

i語塾
器ケ顎:1殺む議riv'正鵠鍵L経尊重量義時事鶏義国間鱒毒患鐙で~守主器。管ーピユ詫です

スマ詩'¥て明治ンタン予約!

i轟留重脅かも予約て官、吋議長挙畿で鱗鱒音響機?

:タむジツィト季五いでま監護まいもず!
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どのような方法で対応できるかを十分把握することが重要です。

圃対象者 大阪府内に居住する、身体障がい者手帳の1級文は2級の盲ろう者

・派遣対象 次の(1 )から (3)のいずれにち該当しない場合に通訳・介助者を派遣します。

( 1 )通勤、就業その他の反復継続的な活動に係るちのである場合又は別の手段により通訳・介助を受けることができる場合。ただし、一部対象外。

(2 )通訳・介助者自らが車両又は自転車を運転して介助する場合

(3 )公の秩序文は善良の風俗に反する事項を目的とする場合

・利用料 派遣に要する費用は無料です。ただし、派遣を受けておこなおうとする活動に関して発生する通訳・介助者の交通費、入場料、その他の費用については、

利用者の負担となります。

・利用申込原則として派遣を希望する 10日前までに通訳・介助派遣を申請してください。あら力、じめ利用登録が必要です。

ー
!令和2年 9月23日付厚生労働省事務連絡(抜粋)

i盲ろう者が介護サービスを利用する場合には、介護の提供に当たり、触手話や指点字等、専門性の高い特別なコミュニケーシヨン技術が必要となることから、障害者;

i総合支援法による「盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業Jを活用し、当該事業所の従業者以外の支援者(以下、単に「支援者jという。)力T介護サービス利用中に付

;き添い、コミュニケーション支援を行うことは差し支えない

回お問合せ窓口 社会福祉法人 大阪障害者自立支援協会(盲ろう者等社会参加支援センター)TEL: 06 -6748 -.0588 



中小企業の経営者・事業主のみなさまの「こんなお悩みjの
解決に向け、大阪府が一緒に考え、支援しています。

普昼、
ベヤ

《概要》

大阪府では、人材確保、育児・介護等の制度整備、業務効率化など、中小企
業の様々なお悩みをお伺いし、それぞれに応じた改善案を提案するととも
に、その取組みの伴走支援を行っていますo

Stepl 
中小企業から大阪府へ申込み

《お申込み・お問い合わせ先》

悩みを解決し
企業の更なる
魅力向上八

(※)直接訪問のほか、お電話やテレビ
会議システムを使ったWEB方式が
ご選択いただけます。
ご希望の方法をお選びください。

大阪府商工労働部雇用推進室労働環境課労働環境推進グループ

.TEL: 06 -6946 -2605 
月~金曜9:00---12:15、13:00---18:00
(土・日・祝日及び年末年始を除く)
.FAX:06-6946~2635 



ぷ二斗ニ

11>ペー予約書撃し克 i品

くらレ盤重Eい人議.!尊重苦 犠議咽
トップ

家ちづくり 粂擁護華麗 子育て

ホーム〉健康・震療〉底療機関ー産痩人材〉在宅医療の推進について〉ア
『人生会議~ )をご存じですか?

アドパシス・ケア・ブラシニシグ (ACP、愛称『人生会議~ )をご存じですか?

ぷ忠弘 捻警埼
噌腎

ff今、ち今、
人生会議のペーヲは新しくなりました。ごのペーラは、、人生会議 (ACP)について紹介しています。

令和5年度「人生会醸の目』関連イペシトのお知Sせ

::~~.~このイペシト{ま終了しています。

圃府民講座の概要

タイトjレ: ~府民公開講座一人生会議 (ACP) と皮膚E動車を深めよう!一』

開催日時:2023年12月17日(日曜日)14時00分から15時40分(開場予定 13時30分から)

会場:大阪梅田ツインタワーズ・ノース26階 1・2・3号室

大阪市北区角田町8番1号

参加費:無料(当日参加可能) YouTubeライブ‘配信

[第1部】 14時10分から14時55分

「人生100年時代(自分らレく生き否ために今から始める「人生会議J) J 

大阪医科薬科大学訪問看護ステーシヨン官理者

林佳美先生

[第2部】 14時55分から15時40分

「お肌トラフ〕レ対策!冬の多汗症とお肌ケアJ

大阪皮膚科医会会長

持田皮フ科院長

持田和伸先生

※本講座はマルホ(株)との共催で人生会議のほか、皮膚疾患について理解を深めていただけます。

イペシトの詳細については三五主から確認ください。

• r人生会議の日j市町村関連イベント情報

0島本町令和5年11月30日(木曜日)14時か1315時30分 (13時30分から受付開始)

「人生会議 (ACP)講演会 自分5しい生き方を選択しましょうj

h立ps:llwww.town.shimeimoto.19jp-Isoshiki/33/20711.html

0枚方市令和5年11月30日(木曜日)14時から16時まで (13時30分より受付開始)

「言うとかんとわからへん!安心して生ききるための人生会議J
h立ps:lIwww.city:.hi日泊ta.osakfLjQIkoureii0000049060.html 

図醐更新日:2024年1月25日

h立ps:llwww.citv.hirakata‘osakaiIQIkourei/cmsnles/contents/0000049/49060lchirasi.Ddf(イベントチラシ)

人生会議 (ACP)啓発資材、研修支援事業について
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啓発資材!こついてはごちら 「人守合議 (ACP)啓発資材を配席していますj

(参考)令相4年度作成の漫画については、こちらかちち閲覧できます。=キ....rr.?t.ん謀.!J).ム窓会議t.....LP..P..E.2.E.イIkL12.，三宮t，1.s..l
(参考)令和5年度作成の事業者向け『いのち輝く人生のため「人生会議」を推進する条例』に関するフライヤーについては、

ごぢらからち閲覧できます。司 『いのぢ輝く人生のため「人生会議iを推進する条例』に関するフライヤー [!:DFファイル/1.78MBl

研修事業、支援事業についてはこぢs rACP普及啓発支援纂業j

講師調整依頼、その他についてはこちら f人生会議 (ACP)栢器対応安揺事業についてi

自6が希望する匡療・ケアを受けるために

誰で壱、いつでち、命に関わる大きな病気やケ刀をする可能性があります。命の危機が迫った状態にな否と、約70%の方が医療やケアなどを自分で決めた

り、望みを人に伝えたりできなくなると言われています。

あなたが大切にしていることや望んでい吾こと、どこで、どのような医療・ケアを望むかを、自分自身で前ちって考え、周囲の信頼する人たちと共有する取

組を fアドバシス・ケア・プランニング(以下、 ACPという。)Jといい、自らが希望す否医療やケアを受けるための大切なプロセスになっています。

しかしながら、国がまとめた報告書(※)によると、人生の最終段階における医療・療養について、家族等や医療介護関係者と話し合ったことがある人の割

合は、平成25年からほとんど、変わっていません。

政府は、 ACPの愛称を「人生会議jに決定するととちに、毎年11月30日(いい看取り・看取られ)を「人生会議の日Jとし、人生の愚柊殴階における医

療・ケアについて考える日としました。

ごの機会に『人生会議 (ACP)~ について考えてみませんか?

※ H30.3 r人生の最終段階におけ吾医療に潤す吾意識調査報告書J. (人生の最終段階における医療の普及雷発の在り方に関する検討会LC外部サイト)

[参考】

.ACP普及・啓発リーフレッ卜(摩守労働省L[!:DFファイル/842Km

-人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン fPDFファイル/102KBl

・人生の最終段階におけ答霞療・ケアの決定プロセスに関する刀イドライシ(解説編UEDFファイル/211KE!J

そ壱そち『人生会議 (ACPHって?

『人生会議 (ACPHとは、これからご自身が受ける医療やケアについて、自分の考えを家族や近しい方、医療・ケアチームと繰り返し話し合い、考え、

「心っちりJとして書き留めたちのを周囲と共有する、という、ご自身の意思決定を支援する手順のごとです。

あなたは今後どんな生き方をしたいですか? 大切な人にどんな生き方をしてほしいですか?

自らが希望す否医療やケアを受けるために、大切にしていること、どこでどのような医療・ケアを望むかを、自分自身で前ちって考え、周囲の信頼す否人た

ぢと話し合い、共有するごとが重要です。

※このような取組は、個人の主体的な行いによって進めるちのです。夕日りたくない、考えたくない方への配慮が必要です。

『人生会議 (ACP)~ の進め方(例)

(1)ちし病気になった5・・・、まずは考えてみましょう

Oどんな治療・ケアを受けたいですか?

例えば・・・ ・病気と闘って一日でち長く生きたい。

・延命につながるだけの処置は避けたい。

-自分が望む生活ができ否程度[こ、苦痛をとる治療を受けたい。 など

く〉どんな所で療養したいですか?

例えば・・・ ・家族やへjレバーなどのサポートを受けながら、できるだけ住み慣れた自宅で生活したい。

-病院や施設で療養したい。 など

(2)考えた内容を、話し合い、共有しましょう

希望や思いは、時間の経過や健康状態によって変化していくちのであり、一度で決まるちのではありません。

下記のサイクルを参考に、何度ち繰り返して考え、話し合いましょう。
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STEPl 治療する際に、大切にしたいことを考えてみましょう

あなたが大切にしているごと、望んでいることを考えてみましょう。

今のあなたの思いを示しておくことは、将来的に家族などがあなたの気持ぢを考慮して判断をおこなう際に役立ぢます.

L_:TEP2 ちしちのとき、あなたの思いを伝えてくれる人を選びましよう

ちしちのとき、あなたが自分の意思を伝えることができなくなった場合に、あなたに代わって意向を伝えてくれる人を選んでおきましょう。

どんな時でちあなたの希望を尊重できる、信頼できる人を選びましょう。

i 叩 3 かか 問医Ii:醐してみましょう

あなたの健康状態、病気の場合は病名や病状、今後予想される経過や必要な医療・ケアについて、かかりつけ医に質問し、健康について学び、考えてみま

しょう。

i 訂 EP4 希望する医療やげについて話凶いましょう

医療・ケアや生活に関する希望や思いを、家族・代理人・医療者等と話し合い、理解してちらいましょう。

i 訂 EP5 書き留めておきましょう

話し合った内容は記録として書き残し、周囲と共有しておきましょう。

病気になって宮、住み慣れた環境で過ごしたいご意向をお持ぢの方へ

病気等になり通院が国難な場合であって右、自宅などの生活の場において、医療を受けることができる「在宅医療Jをご存じですか?

国の調査によると、約70%の方が自宅での最期を希望しでいるにちかかわ5ず、実際に自宅で亡くなった方は約15%しかいません。

-在宅医療は、通院が困難な場合に自宅などの生活の場において、医師、看護師、歯科医師、薬剤師等がチームとなって提供する医療です0

・住み慣れた環境で家族やペットととちに過ごすなど、自分のペースで生活できることが最大のメリッ卜です。

や

-あ5かじめ急変時の対応についてかかりつけ医と相談しておきましょう。
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。在宅医療を受けるには?

-退院時に、在宅での医療について、病院担当者と相談しましょう。

・また、医療だけでなく、自身にあったくらしについてちケアマネジャー

地域包括支援センター等と相談しましょう。

O誰でち受けられるの?

・年齢や病気に制限なく、誰でち受け否ことができます。人工呼吸器や

経管栄養などが必要でも、症状が安定していれば自宅療養は可能です。

0病状が急変したち?

・訪問診療で対応できない場合は、入院での治療になります。



【参考】

厚生労働省「人生会議してみませんか1(外部サイトを別ウインドウで開きます〉

地域伺括安援セシタ一一麗(ページi均にりンクありL<剖ウインドウで開きます1
大阪府「上手に医療を受けるためにから知っておきたいことからi

人生会議に聞す否各種調査

人生会龍 (ACP)に関する認知度調査(インターネ'yト調査)

令和5年度調査:調査結果はζ主主fPDFファイル/1，17fv1Bl

j府民の健康をサポートするアプリ開マイル』による調査

令和4年度調査:調査結果は三室与「Wordファイル/691KB]

このペーラの作成所属
健康窪疲部保健医療室保健医療企画課在宅産療推進グループ

1つ前のペーラに戻る とのペーラの先頭へ

患ニム〉鍵産二塁遼〉医療機関・陸療人材〉寵宅医療の推進について〉アドパシス・ケア・ブラシニシグ (ACP、愛称『人生会議~ )をご存じですか?

大韓護持警
{諸人欝喜華
400002.02700(8) 

議選治主主 ユニノ1，…サjしデザイン{ごついで 鶴入構幸慢の態別珪いについで ζのザイトのご科病{ζついて

本!T 'f 540-857む大騒帯中識寵犬繁華tr2T羅 {時諜鑑識)06-6941酬

035主
要美総1fT言語 字559-8555武器賢官事鏡立江寵欝灘北トliト 16 (代議室露鑓)06・6941・

盟主豆主
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。一人ひとりが自分で意恵、を形成し、それを表明でき、その

意思が尊重され、日常生活・社会生活を決めていくことは

とても重要なことであって、このことは認知盛時人につい

ても鶴磯のことです。

。認知症の人(認知症と診断された場合のほか、認知機能

の低下が疑われ意思決定能力が不十分な人を含みます)

ω であっても、その能力を最大限活かして、語講生議"祉審

N 主主選広鱗して癌争時議議民選毒づいた鷺議費量まることがで

きるようにするために行う、憲懇決定支援に関わる全ての

人による本人支援、と示されています。

ガイドラインを

欝むには

こちらから吟時

やガイドそラインをもっとごま君t)t:t.

意義感j実態支譲ガイドラインの
議みブヲと濡かし方

慈恵決定支援ガイドライン翻鯵
(盟事襲職i部iす組み込み器購鯵)

議窓、決議支嬢ガイドライン摂鯵
{介護職肉付組み込み型研{事}



それぞれのプロセスの異体的な内容は、

ガイドうインや f読み方と活かしiJJを参照してください。



J号Y:J::/

05 : Windowsl0または Windowsl1(最新の WindowsUpdateを適用していること)

推饗モニター解犠震:1366X768ピクセル以上

ソフトウェア
ブラウザ;Microsoftまd草eまたは GoogleChrome 

PDFピューアー:Adobe Acrobat Reader推奨

Q. ケアプランヂータ連携システムを導入するにはどのよう者準舗が品要ですか?

A. 標準仕接、に対応した介護ソフトの導入、クライアジトソフトと電子設明書のインストール

ジステム利摺申請がtI'喪です。詳細は公式サポートサイト[ケアプラジデータ連議システム

導入70-J をご参照ください。

Q. ライセンス料はいくちでしょうか?

A. 1事業所番号ごとに年鱈21，000丹(税込)で、 1年ごとに更新学籍いただく必要があワます。

Q. データ連携できる事業所を教えてください。

A. 議栓・保鍵・底諌め総合構報lサイト fWA納付ET(ワムネット)jょう韓議することができます。

~ https:llw抑制.wa冊 .go.jp/wam appllkpd rsys.nsf/top 

内!
日町d

τ霊し静12器棚事事尋輔7詩語
受付時間 9:00~'17:00(土 8 祝 81織り

年来年始(12月2ヲ8-1fj38)は、お休みさせていただきま全

直室主主

分撃をつなぐ。 2らをつ主主ザる。

ァー

公益社国法入

国民健藤保験中央会
AH...)a;p畏r.f=~1)Hq生î.ÍDn uf 汚diれ r~~~・ H~ぉHh !11 J3: :.~r~語r. tt: Or~3;);tü 7. rÚ.kをお話

韓ラン

ジえヂム

摩生労(動省
Ministry of Health. Labour and Welfare 



態事介護支援事業所と態主義サーピλ事業所とのケアブラ yのゃうとうを、

;;-/'7-1:;/で完結できる{士鰯みで、す。
;今完封れこ、なくてはならないもの:だと患います。

ケアマネジャーの仕事である{モニタワ yグjは

人が符わなけ

f給f付す管理Jtは立鎚芸率撃f化七が可能な事務f体宇業ですO

CJ1 
CJ1 

介護分野の生産性向上を留守、いきいきと鱒ける職場を実現するためには、

ICτを介護現場のインフラとして活揺するニとが重要です。

摩生最舗省でi立、事業所開でやっと9されるs構報について、

ヂータ連携の約来事を「ケアプラン標準仕様j として定めていますい

その約来事に縫って、異なる介護ソフト開土でも安Jらしてつながれる基盤として、

臨民鍵藤幌懐中央舎は「ケアプランデータ連携ジス7-ムj を提犠します。

題宅介護支援事業所

株式会社トライドマネジメ yト

長替J!If散ft農

E窓際箆療掲祉大学大学鶴

麗擦祷社経営専攻

高山麓子教授

γJえテムの操作は、 ドラッグ&ド窃ヅプと、ワy

クザックだりで利用できます。

手、

:..-; 

⑨甘ん?こん
言十語審 (1表、 2表)や援棋裏ヂータ (6表、 7表)といった

CSVファイノレなどを、ドラッグ&ド0:>，ブするだけで準舗兜7。

郵送や FAXなどの送骨の手簡から解放。

金ゑ

題

⑨議事んしん
記載ミスや書類不舗が滅り、手震うが滅金。介護報酬請求

で懐飽きれているセキ品ザティ方式を採揺し、安全性は万全。

導入から遼鰭まで、安心のすポート体制を提様。

mm 
¥
j
u
y
F
K
 

(害

データ連携する事業所と ご利用の介議ソフトが イ'"/~ーネ γ ト接続できる

γステム導入時期を ケアブラy標準仕様に Wind白wsl0以上の

確認します 、対応しているか確認します 端末を記事慌します

産主主介緩支援事業所と

庭~サービス事業所が
対象です

約134，000悶/息




